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商 工 農 水 部 
 

新年度予算における基本的な方針 
景気の動向については、一昨年の米国の金融危機に端を発した世界同時不況に
より極めて不透明な状況が続いており、本市の中小企業をはじめとする地域産業
の経営環境はたいへん厳しいものがある。 
このような中、工業振興については、より競争力の強い産業集積を生み出して
いくため、高付加価値型産業への転換や新たな産業の創出につながる研究開発機
能の強化、これを支える高度な技術者・研究者の集積を進めるとともに、新たな
設備投資を促進するための支援を講じ、本市産業の持続的な発展を図っていく。 
商業振興については、中心市街地の活性化に向け、新たな魅力づくりを展開し
ている商業者への支援、商店街やすわ公園交流館における活性化に向けた取り組
みを継続的に行うことによって、来街者の増加及びその回遊性を高め、新たな魅
力とにぎわいの創出を図るとともに、多様な観光資源を活用して、魅力ある四日
市を発信していく。 
これら商工業の活性化により雇用の場の創出に努め、障害のある人や高齢者な
どへの就労支援や若年者の就労意欲の形成促進などに取り組むとともに、ハロー
ワーク、商工会議所等とも連携しながら、求職者の早期就業に向けた取り組みを
進めていく。 
農水畜産業については、担い手の生産活動の拡大への支援、新規就農者や市民
等による農地の保全・有効活用を図るとともに、耕作放棄地全体調査の結果に基
づき、農業委員会などと連携し、その解消に取り組んでいく。 
また、平成２２年度から戸別所得補償制度が実施されることになり、これまで
の水田農政から大きな転換が行われることから、関係機関と緊密な連携をとり新
制度への円滑な移行を図っていく。 
 
１．高付加価値型産業構造への転換について 
 企業立地奨励制度や民間研究所立地奨励制度により、既存事業者や新規立地企
業の設備投資の促進と研究開発機能の充実を図るとともに、産業の高度化を担う
人材の育成支援や次世代産業の研究開発支援を行う。 
 
 【主な事業】 企業立地奨励金             ５３４，０００千円 

民間研究所立地奨励金         １００，５００千円 
ものづくりエキスパート育成事業     １１，３００千円 

        燃料電池・水素関連開発補助金       ７，５００千円 
 
２．中小企業支援について 
中小企業による新製品・新技術開発や企業人材の確保、販路拡大などを支援し、
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中小企業のものづくりへの活力を高める。 
また、現下の厳しい経済状況を受け、中小企業に対する融資制度の更なる充実
を図っていく。 
 

 【主な事業】 中小企業ものづくり活力創造事業          ２，０４０千円 
新規産業創出事業                 １０，２１９千円 

        産学連携推進事業             ６，３００千円 
        中小企業向け各種制度融資     １，９９２，３８１千円 
        保証料補給金              １２，８３４千円 

 
３．中心市街地の活性化について 
中心市街地の活性化については、喫緊の課題であり、商工会議所とも連携を図
りながら、まちづくりの担い手である商業関係者が主体となり、消費者や生活者
の視点に立った店づくりやサービスの提供など活性化に向けた具体的な方策の
検討を進める。また、すわ公園交流館を拠点とした周辺商店街との連携や商店街
の空店舗への魅力ある店舗や不足業種の誘致に対して支援を行うとともに、アミ
ューズメント性を持たせた交流空間の創出を行い、来街者の増加を図る。 
 
 【主な事業】 すわ公園交流館管理運営事業       １４，４０７千円 

商店街空店舗活用支援事業         ２，２００千円 
近鉄四日市駅西開発整備事業         ５９，１３８千円
商店街活性化イベント事業         ６，０００千円  
 

４．雇用対策について 
    雇用のミスマッチ、早期離職問題等の就労対策として、市内高校が実施する

産業現場実習（インターンシップ）制度への助成を行うとともに、就労コーデ
ィネーターを配置し就労困難者への対応などに取り組む。 
障害者雇用を促進するため、知的障害者を対象とした就労支援講座の開催やジ
ョブサポーター派遣を行うとともに、障害のある人を雇用する事業所に対して障
害者雇用奨励金・トライアル雇用奨励金を支給する。そのほか、知的障害者の産
業現場実習を受け入れた事業所に助成を行う。 

       さらに、引き続き、技能資格を取得する求職者に助成を行うとともに、若年者
就労支援事業を国よりの委託を受けて実施する団体に対し支援を行う。 

     
【主な事業】 就労促進事業               ２，８００千円 
        就労コーディネーター事業         ２，９５６千円 

障害者雇用奨励事業              ２，４６０千円 
   就労対策事業               ４，９００千円 
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５．観光推進について 
本市の代表的なイベントである「大四日市まつり」について、市民が参加する
まつりとして企画を実施していく。また、夏の夜空を彩る「四日市花火大会」も
引き続き開催する。「四日市サイクル・スポーツ・フェスティバル」では、競技
開催とともに市民が自転車の楽しさを体感できる機会を提供し、サイクルスポー
ツ拠点の形成に向けて取り組んでいく。 
 
【主な事業】 大四日市まつり事業              １９，５００千円 
             四日市花火大会事業              ２１，５００千円 

四日市サイクル・スポーツ・フェスティバル事業  
         １７，０００千円 

        コンベンション機能推進事業        ２，１５０千円 
 
６．四日市アグリクリエイター創生事業について 
(１）農業者・市民・ＮＰＯ等による農地の活用の促進 
定年退職者等を対象に、遊休農地を活用した農業塾「グリーンシニアカレッ
ジ」を継続して実施する。地元農業者による栽培指導や農産加工、関連施設の
見学などを行っている。また、耕作放棄地全体調査の結果に基づき地域農家の
意向も踏まえて優先順位を付けて農地への復元を行う。加えて農地パトロール
による農地の遊休化の抑制を図りながら、担い手や新規就農者への農地の斡旋、
ＮＰＯ等による市民菜園の開設を促進し、農地の有効活用を進める。 
 
【主な事業】 グリーンシニアカレッジ事業費        ４４１千円 

     優良農地復元事業              ２，１００千円 
市民菜園開設支援事業              ３００千円 

 
（２）チャレンジする農家を応援 
農業者が行う直販・加工等経営の多角化に対する取組みや商品開発、新品種
導入など新たな分野へのチャレンジを支援し、経営基盤の安定化や所得の向上
を図る。また、農家組織による機械の共同利用や施設整備への取組を支援し、
組織による水田農業経営の安定化を図る。一方、担い手のいない地域での農業
経営の維持、農地の保全を図るため、地域農家による組織化を支援する。 
さらに、農業経営改善計画の実施に伴う融資に対して利子補給を行い、経営
の安定化と近代化を図る。 
 
【主な事業】  農のプロフェッショナルづくり事業  ７，２０５千円 
         農業経営近代化資金利子補給金    ６，０００千円 
         農業経営基盤強化資金利子補給金   １，５００千円 
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（３）地産地消の推進、地場物のよさをＰＲ 
消費者である都市住民の視点に立ち、市民と農業者との交流を進め、地元農
業への理解を深めるための取組みを行う。また、学校給食への地元産農産物の
安定供給について、関係者と協議し調整を行うとともに、国補事業を活用して
地元農畜産物の利用拡大を図る。一方、消費者の関心の高い食の安全・安心に
関する講習会の開催や農業者や市民が行う農業体験や食育活動の支援も継続
して行う。 
 
【主な事業】  地産地消ふるさとづくり事業      １，００６千円 

 
（４）新しい力の育成（新しい農の担い手づくり） 
新規就農を志す人への技術支援研修や初期投資（機械・施設等）に対する支
援、企業の農業への参入促進事業を行う。また、将来の就農に向けて農業大学
校等で農業技術・知識を習得する人に対し助成を行い、新たな担い手の確保・
育成を図る。 
 

  【主な事業】 新しい農の担い手づくり事業      １，０７０千円 
新規就農者支援事業             ２４３千円 
農業後継者対策事業            ２１４千円 

 
７．有害鳥獣対策 
  有害鳥獣による農作物への被害が深刻化しており、また、被害発生区域も拡
大していることから追い払いや防護柵設置など被害防止への支援を行うととも
に、捕獲駆除活動への助成を行う。 
 

【主な事業】 有害鳥獣捕獲事業                ３９０千円 
        有害鳥獣異常発生対策事業         １，３５０千円 
 
８．農業生産基盤の整備について 
農作業の効率化・省力化を図るため、ほ場・農道等の施設整備を行い農家経営
の強化・安定化を進める。また、老朽化した農業用施設の更新を行い、災害を未
然に防止するとともに農産物の安定生産を図る。 
 
【主な事業】 受託ほ場整備事業（市場地区）      ２５，１４０千円 
        土地改良施設維持管理適正化事業      ４，７１０千円 
        市単土地改良事業            ３２，０００千円 
        南・北排水機場維持管理事業       １２，０４５千円 
 
９．農地・水・環境保全向上対策について 
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 農地・農業用水等の資源の保全や農業生産における環境保全への取り組みを行
う団体に対し、活動を展開する地域の農地面積や環境に配慮し作付けした作物に
応じ支援する。 
 
【主な事業】 農地・水・環境保全向上対策事業     ６，０００千円 

 
１０．漁業生産基盤の整備について 
磯津漁港の堤防補強、離岸堤及び養浜を整備することにより、背後地を自然災
害等から守る。 
 
【主な事業】 磯津漁港海岸保全整備事業         ４７，４００千円 

 
１１．豊かな海つくりについて 
 水産資源の保護育成と安定供給に資するため種苗放流を行い、漁獲の回復と
安定化を図る。また、漁業協同組合が行う漁場の漂流物除去への取組みを支援
し、漁場環境の改善を図る。 
  
【主な事業】 豊かな海つくり推進事業             ９００千円 

ヨシエビ等種苗放流事業            ７４０千円 
沿岸漁業振興事業費補助金             ７００千円 

 
１２．食肉センター食肉市場について 
消費者へ、より安全で高品質な食肉を供給するため、施設・設備の維持管理を
専門業者に委託するとともに、通常の維持管理・運転・衛生管理について（株）
三重県四日市畜産公社に委託する。また、建物の構造補強、遮音フェンスの設置
整備を実施し、施設の安全性の確保や環境対策に努める。 
さらに、枝肉取引の適正化と流通の円滑化を図るため、卸売業者が実施する集
荷・販売対策事業を支援する。 
 
【主な事業】 食肉センター食肉市場施設整備事業    ３３，３００千円 

食肉センター食肉市場施設維持管理事業 １１４，８１６千円 
市場機能強化対策事業          ７７，９０２千円 

 
１３．競輪事業について 
本場開催は記念競輪を除いて通年ナイターを推進する。 
次世代トータリゼータシステム（車券発払機器）導入に向けての基盤整備や競
輪統合映像集配信ネットワークの導入などのファンサービスの充実や収益向上
に努めるとともに、平成 21 年度に引き続き、競輪事業特別会計から一般会計へ
の繰出金を予定する。 
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また、検証委員会が事業運営に公費を投入しないという事業継続の前提条件を
引き続きチェックする。 
 

【主な内容】 一般会計繰出金            ５００，０００千円 
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１．目的 
新規産業の誘致、既存企業の新規設備投資の誘発を図るため、企業の新たな設備投
資に対して奨励措置を講じる。 
本制度は平成 21 年度末を時限としているが、今後成長が見込まれる産業の集積や
中小製造事業者が活用しやすくするなどの視点から一部見直しを行い、引き続き奨
励を行うことにより、本市産業の持続的な発展を促していく。 

 
２．内容（現行制度） 

企業立地促進条例に基づき、事業所などの新設・増設事業について奨励金を交付
するもので、新たに投下された固定資産総額（土地、家屋、償却資産）に対する固
定資産税・都市計画税相当額の一定割合を立地奨励金として５年間交付する。 
奨励金交付額 （交付額上限 10 億円） 
固定資産税額・都市計画税額に相当する対象税額の累計が１０億円までは１／２、 
10 億円を超える部分は 1／10 

 
３．主な改正点 
(1)新規・成長分野にかかる事業への支援 
要件の業種のうち、新規・成長分野にかかる事業の対象に、次世代電池、次世代
半導体、次世代照明の製造を追加する。 

(2)中小企業者等に対する支援 
○投下固定資産の下限要件を緩和する。 
・製造業、自然科学研究所の新増設にかかる要件を総額（償却資産）5千万円から
2千万円に緩和する。 
・新規・成長分野の新増設にかかる要件を総額 5 千万円かつ償却資産 2 千万円か
ら総額（償却資産）2千万円に緩和する。 

  ○奨励金の算出根拠に事業所税資産割を追加する。 
・新増設に係る部分の事業所税資産割相当額を 5年間助成する。 

 

４．これまでの実績（平成 13 年度～21 年度見込） 
  48 社 116 事業 投下固定資産額 522,033 百万円 奨励金交付額 3,107,907 千円 
 

５．予算額   ５３４，０００千円     （財源内訳）    一般財源   ５３４，０００千円 
（前年度   ６１４，０００千円） 

 
 

 

企業立地奨励金交付事業 

担当 商工農水部 工業振興課 
須藤、太田 TEL 354-8178 
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１．目的 
国際競争力の高い先端技術産業の集積や次世代産業への展開を促進するため、市内
における企業の新たな研究施設の整備や研究者の集積を支援する。 
本制度は平成 21 年度末を時限としているが、一部見直しを行い、引き続き奨励を
行うことにより、本市における研究開発機能の集積を図る。 

 
２．内容（現行制度） 
(1)研究施設奨励金（交付額上限３億円） 
  企業の新たな研究施設・設備の新増設に対し、以下の奨励金を交付する。 
奨励金交付額 研究施設（家屋及び償却資産）取得価格   奨励割合 

2 億円以下の部分             10％ 
2 億円を超え 20 億円以下の部分        5％ 

          20 億円を超える部分             1％ 
(2)研究者集積奨励金（交付額上限 1億円） 
(ⅰ) 上記の研究施設奨励金の交付対象事業に従事するため新たに研究者が配置さ
れる際に、奨励金を交付する。 

奨励金交付額 研究者 1人につき 100 万円（派遣の場合は 50 万円） 
(ⅱ) 高度部材イノベーションセンターにおいて研究開発を行う研究者に対し､奨励
金を交付する。 
  奨励金交付額 研究者 1人につき 50 万円（派遣の場合は 25 万円） 

 

３．主な改正点 
(1)研究施設奨励金の交付対象期間を拡大 

    研究施設奨励金の交付対象となった事業については、当初設備投資を含め操業
開始日から３年間の追加投資を対象とする。 
（2）研究者集積奨励金の要件を緩和・拡大 
・「研究者」の定義について、博士・修士の学位若しくは学会への論文提出を行った
ことがある者という要件をなくし、｢事業所において研究に専従する者｣とする。 
・対象となる研究者の異動期間を「計画認定の日から操業開始日の３年後まで」に
拡大する。 
 

４．これまでの実績（平成 15 年度～21 年度見込） 
   10 社 20 事業  投下固定資産額 16,906,629 千円 奨励金交付額 730,655 千円 
 

５．予算額   １００，５００千円         （財源内訳）一般財源  １００，５００千円 
（前年度   １４４，０００千円） 

民間研究所立地奨励金交付事業 

担当 商工農水部 工業振興課 
須藤、児玉 TEL 354-8178 
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１．目 的 
   中心市街地への来街者の増加及びその回遊性を高めるための取り組みと
して行っている「歩行者天国事業」に加え、「空店舗活用」「イベント事業」に

対する支援を継続し、もって中心市街地のにぎわいを創出する。 
 

 
２．主な内容 

(1)歩行者天国事業                   ３，４００千円 
市道西町線の一部を歩行者天国とし、にぎわい空間を提供する。もっ

て、近鉄四日市駅西地区来街者の駅東地区への誘導を図り、回遊性

を高めることによって中心市街地商店街のにぎわいを創出する。 
 

(2)商店街空店舗活用支援事業           ２，２００千円 
商店街振興組合等が実施する新たな魅力ある店舗の誘致に対して

支援を行う。 
 
(3)商店街活性化イベント事業費補助金      ６，０００千円 
 来街者の増加はもとより、その回遊性を高めるために商店街等団体

が実施するイベントに対して支援を行う。 
 

 
３．予算額   

１１，６００千円    (財源内訳) 一般財源 １１，６００千円 
  （前年度 ７，１４０千円） 
 
 
 
 
 
 

担当 商工農水部 商業観光課 

脊尾 ＴＥＬ 354-8176 

中心市街地活性化促進事業 
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１．目 的 
   若年者や高齢者、障害のある人などへの就労支援を図るための事業を実施
し、就労を促進する。 

 
２．内 容 
(1)就職に直結しやすい資格取得を促進するほか、就労コーディネーターによ
り就労支援を行う。 
○求職者資格取得助成事業（３，３００千円） 
求職者の資格取得を支援し、早期就職につなげる。 

○就労コーディネーター事業（２，９５６千円） 
     若年者等の求職者を対象として、就労コーディネーターにより求職の方

法や心構え等の助言を行うなど、就労困難者への対応に取り組む。 
 
(2)障害者雇用を促進するため、ジョブサポーター派遣事業、知的障害者就労
支援事業を実施する。 
○ジョブサポーター派遣事業（３００千円） 
障害のある人の通勤時の支援など、就労面での支援を行うジョブサポ

ーター派遣について委託により実施する。 
○知的障害者就労支援事業（４００千円） 
知的障害者を対象に就労支援講座を開催し、実技講習や職場体験を

通して、就労に必要な能力を習得する。 
 
(3)サポートステーションを実施する事業主体に対して、支援を行う。 

○若年者就労支援事業（９００千円） 
国からの委託により市内に設置される若年者就労支援にかかる事業を

行う事業主体（ＮＰＯ等）に対して支援を行う。 
 

 
３．予算額 
   ７，８５６千円      (財源内訳) 一般財源 ７，８５６千円 
   （前年度 ７，５４８千円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

担当 商工農水部 商業観光課 

片岡 ＴＥＬ 354-8175 

就 労 対 策 事 業 
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１．目的 

担い手農家の経営安定化への取組みの支援に加え、新規就農者や企業参入、さら
に市民や NPO など多様な担い手による農地の保全・活用など、農業を多角的に捉え、
総合的な支援を行う。特に、担い手となる農家のいない地域での農地保全を図るた
め、農家組織による水田農業経営の改善への取り組みの支援を行う。また、耕作放
棄地全体調査の結果を活用し、地域の意向を踏まえた耕作放棄地の解消・農地の活
用について重点的に取り組む。 

 
２．内容 
 (1)チャレンジする農家を応援します（農のプロフェッショナルづくり事業） 

生産だけでなく、加工や販売など経営の多角化を進めたり、新たな品種の導入や
商工業者等と連携した生産など自らが創意工夫を持ってチャレンジする農家を支援
します。また、担い手のいない地域の農家が組織的に取り組む施設整備や農業機械
の活用に対して支援を行います。 

 
 (2)新しい力を育てます（新しい農の担い手づくり事業） 
   四日市市の農業の将来を支える多様な担い手を育成・確保します。農業を始める
人への技術研修を始め、特に、支援制度の手薄な 40 歳以上の新規就農者への初期投
資（機械・施設等）に対する助成や株式会社等企業による農業参入時の初期投資支
援を行います。一方、団塊の世代等を対象とした農業塾「グリーンシニアカレッジ」
では、新たな担い手の育成・確保と農地の有効活用を図ります。  

 
(3)農家・市民・ＮＰＯ等による農地の活用を進めます 

（農地の守り手づくり事業） 
 耕作放棄地全体調査の結果を各地域の農業委員を中心に分析し、地元の意向を踏
まえた耕作放棄地の解消に取り組みます。耕作放棄地再生利用対策事業（国補事業）
を活用し、優先順位を付けて農地への再生を進めるとともに、担い手による農地の
復元を支援しながらその集積を進めます。また、新規就農者への農地の斡旋やＮＰ
Ｏ等が行う市民農園の開設を支援し、農地の有効活用を図ります。 

 
(4)地産地消を推進し、地元農水畜産物の良さをＰＲします 

（地産地消ふるさとづくり事業） 
消費者である市民と農業者との交流を深めるための農業体験や食育活動を推進
し、市民が地元の農業や農産物に対する理解を深め、積極的な関わりを持つ意識が
高まるよう取り組みます。「かぶせ茶」をはじめ地元特産の農産物のＰＲを積極的
に行います。 

 
３．予算額 １２，３６５千円（財源内訳）   その他特財   １，４２８千円 
（前年度 １３，０５１千円）        一般財源   １０，９３７千円 
 

四日市アグリクリエイター創生事業 

担当 商工農水部 

 農水振興課 石田、古市、野呂 TEL ３５４－８１８０
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１．目的 
施設の安全性を確保するとともに、周辺への環境対策を図るため、次のとおり施

設整備を行う。 

 

２．内容 
(1) 構造補強工事 
 既設と畜場棟（鉄筋コンクリート造 2 階建て 1,938 ㎡）について、豚部分肉カッ
ト施設の増築に伴い、あらためて構造検討調査を実施した結果、追加設備機器

の荷重等（長期荷重）に対する構造補強が必要となったため、補強工事を実施

する。 

・煙突に方杖設置 

・コンクリートダクトの受け梁設置 

・屋根片持ち部受け材の設置 等 
 
(2) 遮音フェンス設置工事 
 周辺への環境対策として、家畜搬入時の鳴き声等の騒音を軽減するため、敷

地内東側境界際に遮音フェンス（Ｈ=3ｍ、Ｌ=70ｍ）を設置する。 
 

３．予算額 
(1) 構造補強工事 
          15,000 千円  （財源内訳）市     債 12,000 千円 

一般会計繰入金  3,000 千円 

 

(2) 遮音フェンス設置工事 
 16,800 千円  （財源内訳）一般会計繰入金 16,800 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 商工農水部 食肉センター食肉市場

北上  TEL３５３－０２０９ 

食肉センター食肉市場施設整備事業 
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環  境  部 

 
新年度予算における基本的な方針 
ごみ問題や自動車交通公害などの都市生活型の環境問題、さらには自然環境
保全から地球環境問題に至るまで今日の環境問題は、私たち自らの社会生活の
あり方が問われる問題であり、市民・事業者等のあらゆる主体と協働して取り
組んでいく必要がある。 
  このような認識から、「第２期環境計画」に基づき、快適環境都市の実現に
向けた環境施策を推進するとともに、平成２３年度からの１０カ年計画であ
る｢第３期環境計画」の策定を行う。また、「ごみ処理基本計画」に基づき、
資源循環型社会の構築に取り組むが、特に、本市ごみ処理施策の根幹となる
新総合ごみ処理施設整備事業を進める。さらに、廃棄物の不法投棄への対応
を行うとともに、産業廃棄物不適正処理事案の解決に向けて三重県と連携し
て取り組んでいく。 

 

１．地球温暖化対策の推進及び環境計画の策定について 
  今後１０カ年の環境政策の柱となる「第３期環境計画(四日市市エコ計画)」
を策定する。中でも、地球温暖化対策については、市民・事業者との協働や
改正地球温暖化対策法への対応を推進する。また、家庭や中小事業所などへ
の新エネルギー設備の設置に対する経費の一部補助を拡充するとともに、グ
リーンニューディール基金を活用し、市域の二酸化炭素排出削減を図る。 
  なお、地球温暖化対策や生物多様性の確保などさまざまな主体による市内
の環境配慮活動を周知する機会を増やすなどし、市民や企業による活動が連
携･発展する機運を高める。 
 
  【主な事業】 環境計画推進事業            ２，０００千円 

         地球温暖化対策事業             ９１０千円 

         新エネルギー導入等促進事業       ６，０００千円 

 

２．環境教育と国際環境協力の推進について 
   市民の環境保全意識の高揚と環境保全活動の促進を図るため、公害学習や
生物多様性など各種啓発事業を展開する。また、本市と中国・天津市及び米
国・ロングビーチ市の中高生を対象に環境交流学習を行う。さらに、我が国
の公害防止や環境保全に関する経験及び技術を、(財）国際環境技術移転研究
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センターを拠点として開発途上国等に移転するなど、国際環境協力を推進す
る。 
 
  【主な事業】 環境学習センター事業         １９，８４４千円 

         次世代環境人材育成事業         ３，６００千円 
         国際環境協力推進事業          ８，３８０千円 

 

３．公害防止対策の推進について 
環境の現状を把握するため、大気、水質、騒音･振動及び悪臭等の監視･測定
を行う。 
また、公害関係諸法令及び公害防止協定等に基づき、事業所に対する立入調
査を実施し、規制基準適合状況を把握するとともに、必要に応じて指導を行う。 
 
【主な事業】 大気汚染対策事業           ３８，０２３千円 

       水質汚濁対策事業            ７，４８４千円 

騒音・振動監視測定事業          １，９２７千円 

       悪臭監視測定事業              ８８０千円 

 

４．公害健康被害者対策について 
  公害健康被害者が自立し、安心して生活できるよう、障害補償費、医療費
等の給付を行うとともに、転地療養、家庭療養指導等の公害保健福祉事業を
実施する。 
 
  【主な事業】 公害健康被害補償等事業       ７９６，４１１千円 

         公害保健福祉事業            ３，６０９千円 

 

５．環境保健対策について 
  健康被害予防事業として、１歳６カ月児、３歳児を対象としたアレルギー
健診及び３歳児、６歳児を対象とした呼吸器系疾患の調査を実施する。 
 
  【主な事業】 環境保健健康診査事業          ２，２７４千円 

         環境保健調査事業            ２，２９９千円 

 

６．ごみの減量化・資源化の推進について 
  資源循環型社会の実現を目指すため、資源物の収集及び処理を行うとともに、
３Ｒの推進について、市民啓発を行い、ごみの減量化・資源化を推進する。 
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【主な事業】 資源物処理事業           ４０２，５６０千円 

 （新）ごみ減量リサイクル推進店事業        ８００千円 

（新）エコステーション設置促進事業      ８，０００千円 

 集団回収活動奨励費補助事業      ２２，８００千円 

 乾電池処理委託事業          １０，８５８千円 

 生ごみ処理機購入費補助事業       ３，８００千円 

 

７．新総合ごみ処理施設の建設について 
  北部清掃工場の老朽化に対応して、平成２７年度稼動を目標に新総合ごみ
処理施設の建設を進めていく。 
 
  【主な事業】 新総合ごみ処理施設整備事業     ３９７，２４１千円 

 

８．埋立処分場の延命対策について 
  南部埋立処分場の残余容量は年々少なくなってきていることから、平成２
２年度は埋立廃棄物及び北部清掃工場から排出される焼却灰を、引き続き、
（財）三重県環境保全事業団等へ処理委託するとともに廃プラスチック類や
廃畳を再資源化することで、現処分場の延命を図る。 
 
  【主な事業】 家庭系埋立ごみ処理委託         １１２，０００千円 

         廃棄物処理センター等焼却灰溶融処理委託 ３９４，５８８千円 

         廃プラスチック類・廃畳再資源化委託    ２９，０９８千円 

 

９．北部清掃工場の整備について 
  工場の焼却施設について、通常整備に併せ、新総合ごみ処理施設が稼動す
るまで安定して稼動できるよう計画的に修繕を行う。 
 
  【主な事業】 施設修繕（オーバーホール）     ２３０，５０６千円 

 

１０．廃棄物対策について 
  廃棄物の不法投棄や野外焼却等への早期対応を行うとともに、産業廃棄物
の不適正処理事案には、三重県と連携して取り組む。また、一般廃棄物収集
運搬業及び保健所政令市移行に伴い移譲された自動車リサイクル法関連事業
の許認可と指導業務を行い、廃棄物の適正処理を目指す。 
 
   【主な事業】 廃棄物対策事業費          ２０，５３６千円 
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１１．斎場・墓地の管理運営について 
  北大谷斎場及び市営墓地の管理運営を行う。 
 

【主な事業】 北大谷斎場管理運営費       １８９，６８２千円  

       墓地管理運営事業          ２３，０３９千円 

 

１２．し尿処理について 
  委託によるし尿の収集を行い、全量を適正処理する。 
 

【主な事業】 し尿処理施設管理運営事業      ３５，６２４千円 

          し尿収集運搬事業         ２７０，４９２千円 

          し尿陸上衛生処理事業        ２６，２２５千円 
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１．目的 
  地球温暖化問題は将来の世代に大きな影響を及ぼすことが懸念されており、平成 25
年度までを京都議定書の第１約束期間として対策の推進が求められている。本市とし
ても、市民及び事業者とともに地域レベルで地球温暖化対策をいっそう推進する。 
 
２．内容 
  平成 22 年度中に策定する「第３期環境計画(四日市市エコ計画)」の中でも、特に地
球温暖化編やその具体的方策を改正地球温暖化対策法に対応するものとして位置づけ
る。市域の温室効果ガス排出量の増加が著しい民生家庭部門・民生業務部門・運輸部門に
対する削減対策として家庭が設置する新エネルギー設備の設置について、種類及び対象

件数を拡充する。また、家庭での意識啓発を図るため、小学校向けの環境教材を事業所等

の協力を得て展開し、環境教育の推進を図る。さらに、公共交通機関や自転車の利用促進

並びにエコドライブの推進等を行うほか、市民や事業所との連携・協働の機会を促進する。 

 

３．予算額   ６，９１０千円  （財源内訳） :一般財源  ６，８１０千円 
 （前年度   ４，７６０千円）         特定財源    １００千円 
 
 

 
                                             
 
 
                霞コンビナートで試行中のエコ通勤 

 
                           企業連携による環境学習に目を輝かせる子どもたち    

地球温暖化対策事業 

担当 環境部環境保全課 

    駒田 

    ℡ ３５４－８１８８ 
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１．目的 
ごみの減量やリサイクルに積極的に取り組む市内の小売事業者と「四日市市ごみ
減量リサイクル推進協定（以下「協定」という。）」を締結し、その内容を市民に
周知することにより、「ごみ減量リサイクル推進店」の利用を促し、消費及び販売
行動の実践を通じて循環型社会の構築を図ることを目的とする。 

 

２．内容 

小売事業者に対し、レジ袋の有料化を含めたレジ袋の削減、包装の簡素化、リ

サイクル商品の販売、資源物の回収等の取組を積極的に要請し、継続的に取組を
行う小売事業者と協定を締結し、その小売事業者に対して店頭表示用ステッカー
を交付する。 
協定を締結した小売事業者については、市の広報などを通じて市民に周知し、
「ごみ減量リサイクル推進店」の利用を促し、ごみの減量・リサイクルの推進を
図る。 
広報（３月上旬号）、ホームページ等で市民への制度周知を図るとともに、３月
中に協定締結事業者との調印式を行い、協定締結事業者が運営する店舗等で啓発
キャンペーンを行う予定である。 

 

３．予算額  ８００千円 （財源内訳）  一般財源 ８００千円 
 
 

【他自治体の店頭キャンペーン状況】 

   
 

（新）四日市市ごみ減量リサイクル推進店制度 

担当 環境部生活環境課 

      前川、伊藤 

℡３５４－８１９２ 
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１．目的 
ライフスタイルの多様化に対応し、市の資源収集や資源集団回収に資源を出すことが困

難な市民が利用しやすい拠点回収システムを構築し、さらなる資源回収量の拡大を図るた

め、新規の補助制度を創設する。 
 

２．内容 
（１）実施方法 
スーパー等の駐車場等や、商店街の店頭広場等に月１回以上定期的に、不特定多数の

市民を対象とした資源物の回収拠点(エコステーション)を設置し、資源物拠点回収を実施
するＮＰＯや自治会等に対し、回収量に応じて補助金を交付する。 

 
（２）補助対象品目 
紙類、布・衣類、びん、アルミ缶、スチール缶（全ての品目の回収を実施する場合に補助

を行う） 
 
（３）実施による効果 
スーパー等の駐車場等や、商店街の店頭広場、公共施設の駐車場等、集客力のある場

所で資源物の拠点回収を実施することにより、幅広い層の方々が利用でき、資源物回収量

の増加も見込めるとともに、市民のリサイクルに対する意識向上を図ることができる。 
市民等との協働による効果的な資源循環システムの構築に繋げることができる。 

 

（４）市民への周知方法 
①制度の周知 
・『広報四日市』等にて制度概要を説明した記事を掲載する。 
・連合自治会等会議等にて制度概要の説明を行う。 

②設置場所の周知 
・ごみ収集日程表、市ホームページ等にて内容を紹介する。 
 

３．予算額  ８，０００千円   （財源内訳）一般財源 ８，０００千円 
           ※補助金額 ４円／ｋｇ 

 

【他自治体の拠点回収状況】 

   

 

（新）エコステーション設置促進事業 

担当 環境部生活環境課 

      前川、伊藤 

℡３５４－８１９２ 
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１．目的

　　　老朽化した北部清掃工場を更新し、安定したごみ処理と資源循環型システム構築
　  のため、平成２７年度稼動を目標に新総合ごみ処理施設の整備事業を推進する。
　　　平成２２年度は、事業予定地の地元説明会を行うとともに生活環境影響調査、
　　用地取得、造成工事実施設計等を行う。
　　　

２．内容　　　　

生活環境影響調査・地質調査・造成工事実施設計・不動産鑑定評価
　 　用地測量・用地取得・事業者選定アドバイザリー業務委託

３．予算額　　

３９７，２４１千円　　  （財源内訳）一般財源　　７９，４４９千円
（前年度　　１１，１６４千円）

【新総合ごみ処理施設建設スケジュール（案）】

※焼却施設稼動後、既存施設を解体し、跡地へリサイクルセンターを整備予定。（Ｈ30年度予定）

担当　環境部生活環境課

　　　　木塚

　　　　℡　３５４－８３３３

生活環境影響調査

用地取得・造成

実施設計・建設工事

２４年度

ごみ処理基本計画

施設整備基本計画

新総合ごみ処理施設整備事業

２５年度 ２７年度２３年度２０年度 ２１年度 ２２年度 ２６年度
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都 市 整 備 部 
 
新年度予算における基本的な方針 
人口減少時代に活力あるまちであり続けるため、都市計画マスタープランの
理念に基づき無秩序な市街地拡大を抑制し、既成市街地の有効活用に向けた施
策を推進する。  
このため、限られた予算の中で市民の満足度を高め「住み続けたいまち」「持
続可能な都市」を目指し、平成２２年度予算を編成した。 
まず、効果的な基盤施設の整備として、快適な市民生活、経済活動の活性化、

安心安全のまちづくりの観点から重点的に取り組むべき事業を選定するとと
もに、住民の意見を基に生活に密着した整備を進める地区要望対応経費を優先
的に確保した。 
また、整備済みの道路・河川・公園等の維持管理経費の確保にも意を配した。 

 

１．均衡のとれた土地利用について 
総合計画の策定に合わせ、都市計画マスタープラン全体構想の改定素案を策
定するとともに、部門別計画のひとつである四日市広域緑の基本計画の検証作
業に着手し、市域の緑に関する現況調査を行う。 
また、住民提案の地区まちづくり構想を基礎に都市計画マスタープラン地域
地区別構想の策定を進める。 
 
【主な事業】 都市計画マスタープラン策定事業        ６,３８０千円 

 

２．持続可能な交通体系の構築について 
人口減少・高齢社会に対応した持続可能な交通体系の構築に向けて、市民や
公共交通事業者などの関係者を交えた協議会を設置し、それぞれの具体的な取
り組みを盛り込んだ都市総合交通戦略を策定する。 
また、近鉄川原町駅付近連続立体交差事業（事業主体：三重県）の推進、Ｎ
ＰＯが運行する市民運行バス等の支援、自転車を利用しやすい空間整備など、
移動手段の確保や過度に車に依存しない交通環境づくりに努める。 
 

【主な事業】    既成市街地整備事業（総合交通戦略策定）調査費 ８,０００千円 

近鉄川原町駅付近連続立体交差事業        ３７５,０００千円 

        地方バス路線維持･市民運行バス支援事業     ４８,７８６千円 

      （新）気軽に自転車を活用できる空間整備事業    ４１，２１０千円 

                  （内 緊急雇用創出事業分 １３，２９７千円） 
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３．市民主体のまちづくりについて 
市民主体のまちづくり活動を促進するため、地区まちづくり構想等の策定を

支援する。また、市民団体が行う里山保全など緑の保全・創出への取り組みを
支援する。 
 
【主な事業】  まちづくり活動支援事業           ３,７００千円 

        里山保全事業                ２,９１０千円 

花と緑いっぱい事業               ９,１７１千円 

 

４．建築基準法、都市計画法等に基づく業務について 
建築基準法等に基づき確認申請の審査及び検査等を適正に実施し、違反建築

物の防止に努め、建築物の安全性向上に努めるとともに、建築基準法上の道路
情報把握のため、指定道路台帳等の整備を引き続き行う。 
また、都市計画法等に基づき、開発許可申請及び建築許可申請等において適
正な許可処分を行い、良好な住環境を確保する。 
 

   【主な事業】    建築指導事務費                  ９,３６４千円  

指定道路台帳整備事業             ３７,２０１千円 

          開発審査関係事務費                   ５，６１７千円 

 

５．道路整備について 
快適な暮らしと産業活動を支える道路整備については、次の 6事業を柱とし

て実施する。 
（1）幹線道路の整備 
市民が快適に暮らせ、円滑に移動できるよう幹線道路を整備し、国県道と
ともに道路ネットワークを形成することで、市内の渋滞緩和を図る。 
 

【主な事業】  幹線道路整備事業            ５８０，０００千円 

         ＜山村平津線、四日市関ケ原線、下海老寺方線 

          塩浜駅東西連絡線（エレベーター設置）＞ 

       まちづくり交付金事業          ２０１，０００千円 

         ＜四日市東インター南部地区（公園事業含む）＞ 

 

（2）橋梁の整備 
大規模地震に対する備えとして馳出跨線橋の耐震補強の実施とともに、長

寿命化のための計画策定を進める。 
      【主な事業】  橋梁整備事業                 ２９，０００千円 
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（3）安心して通れる歩行空間づくり 
   高齢者や障害者にも配慮した人にやさしい歩行空間ネットワークを形成

する。歩行者・自転車利用者の視点に立った交差点改良等に対応する事業
として、「人に優しい道路整備事業」を行う。また、防護柵、カーブミラー
などの交通安全施設を整備するとともに維持に努める。 

 
【主な事業】  人に優しい道路整備事業         ３０，０００千円  

あんしん歩行空間整備事業            ３０,０００千円 

                交通安全施設整備単独事業          ６１,０９０千円 

 

（4）生活に身近な道路整備 
地域のニーズの高い生活道路を整備するため、透明性・公平性を確保した
なかで、地域が主体となって事業個所を選定することにより、住民自治によ
るまちづくりの推進を図る。 
 
【主な事業】   生活に身近な道路整備事業         ４９２,０００千円 

 

（5）狭あい道路対策 
良好な市街地形成、生活環境の改善を図るため、建築行為等の時期に合わせ
て道路後退用地の整備を行う。 
 
【主な事業】  狭あい道路対策事業                 １１３,８５８千円 

 

（6）道路の維持 
  道路が安全・円滑・快適に通行できるよう適切な維持補修を図る。 
 

【主な事業】   道路維持（舗装・側溝等補修）         ２１１，６００千円 

        主要道路リフレッシュ事業               ２６,０００千円 

 

６．土地区画整理事業について  
   ２地区について事業の早期完了に努める。 
   （1）末永・本郷地区（公共施行） 

平成２２年度中の換地処分に向け、必要な手続きを進める。 

 

【主な事業】    末永・本郷土地区画整理事業           １１２，８５１千円 
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（2）午起地区（組合施行） 
      道路等の公共施設の整備を進め、事業終結に向け促進を図る。 

 

【主な事業】    午起土地区画整理事業                   ３８，０００千円 

 

７．公園事業について 
  都市の貴重な緑の空間の保全・創出を図るため南部丘陵公園の整備、垂坂公園・

羽津山緑地の用地の取得を引き続き進めるとともに、既存の公園の適切な維持管

理に努める。 

 

【主な事業】   南部丘陵公園整備事業                     ３４，０００千円 

垂坂公園・羽津山緑地整備事業            １２０,０００千円 

 

８．河川事業について 
準用河川改修を引き続き実施するとともに、溜池の調整能力の検討及び河川

のネック点調査の結果を基に、効率的な治水対策事業を展開する。 
 
【主な事業】 準用河川改修事業                   ２３７，０００千円 

          治水度ジャンプアップ事業              ４４，０００千円 

 

９．交通安全対策について 
交通災害共済の精算に伴う剰余金を活用して、交通弱者である子ども・高
齢者等の交通事故防止のため、交通安全教育指導員により小中学校・幼稚園
等で交通安全教育を実施する。 
 
【主な事業】   交通安全教育事業補助金           ４,８００千円 

 

１０．道路等の管理業務について 
市民生活に直結した道路等（法定外公共物（里道、水路）を含む）行政財産
の適正な管理を行う。また、市管理地と民有地との境界を明確にし、効率的な
基盤整備・経済活動を促すため、境界査定業務を行う。 
 
【主な事業】  道路等の財産管理事業費          ７７，１４０千円 

                境界査定業務費                １３，２３２千円 

         

１１．公共建築物等の整備について 



 

99 

  公共建築物等の整備にあたり、安全確保はもちろんのこと、利用者のニー
ズを把握し、維持保全経費を含む総費用の縮減、ユニバーサルデザインへの
配慮、環境負荷の低減、公共建築物の長寿命化に向けた具体的な方策の検討
を行い、誰もが使いよい公共建築等の整備を行う。 
 

【主な事業】  営繕事務費                 ３，２２６千円 

 

１２．市営住宅整備事業について 
高齢者・障害者向け改良や適切な維持管理により、既存市営住宅の有効活用
を図るとともに、住宅使用料の滞納整理を含め適切な入居管理を行う。 
 

     【主な事業】    高齢者・障害者向け改良事業       １８,０００千円 

市営住宅維持補修費         １１７，９８３千円 
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１．目的 

地球温暖化防止をはじめとした環境問題に対応するため、過度にマイカーに頼らず歩

いて暮らせるまちづくりが求められている。その中で、生活習慣病予防など健康面から

も自転車の利用が注目されており、環境にやさしく健康的な都市交通手段として自転車

を利用しやすい空間を整備する。 

 

２．内容 

これまでの自転車走行空間等の検討やレンタサイクルの社会実験に基づき、自転車を

活用したまちづくりの実現化施策に移行する。事業を先導する目的で、四日市中央線に

自転車レーンを設置し、これに合わせて近鉄四日市駅、JR 四日市駅などを結ぶレンタ

サイクルを実施する。また、レンタサイクルの無人化システムなど、将来的な自転車活

用の仕組みを検討する。 

 

３．予算額  ４１，２１０千円   （財源内訳） 県支出金    １３，２９７千円 

（前年度 ０千円）         一 般 財 源  ２７，９１３千円 

※レンタサイクルは緊急雇用創出事業を活用（県支出金 13,297 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車走行レーンイメージ      平成２１年度レンタサイクル社会実験   

 

 

 
担当 都市整備部都市計画課 

稲垣、伊藤 

℡ ３５４－８１９４ 

（新）気軽に自転車を活用できる空間整備事業 
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１．目的 
 既存の都市機能を活用しつつ、商工業などの経済活動の活性化や円滑な都市
機能の強化を促進していくには、国、県道の広域道路ネットワークと連携した
市内のネットワーク整備を行う必要がある。そのために作成した道路整備計画
に基づき重点路線の整備を推進する。 
 
２．内容 
 市民の移動を安全で円滑にする道路整備を行い、また、市内幹線道路ネット
ワークを構築するため、東西道路の強化としての四日市関ヶ原線、日永東日野
線、南北道路の強化としての山村平津線、下海老寺方線の整備を推進する。ま
た、塩浜駅東西連絡線のエレベーターの整備を行う。 
 
３．予算額  580,000千円  （財源内訳）国庫支出金   159,500千円 
  （前年度 1,000,000千円）         市    債    391,500千円 

一般財源       29,000千円 
 

四日市関ヶ原線                 山村平津線 
      西から望む                    南から望む 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業完了年度 
 四日市関ヶ原線  平成２２年度 
 山村平津線    平成２２年度 
 上海老４号線   平成２４年度 
塩浜駅東西連絡線 平成２２年度 

 下海老寺方線   平成２４年度 
 日永東日野線   平成２４年度

担当 道路整備課       
   荒尾、伊藤、伴 
   ℡ ３５４－８２１３ 

幹線道路整備事業 



 

102 

 
 
１．目的 
 道路に関する地区土木要望に対応する事業として創設した事業であり、地区
内の生活道路の改善を地区住民が主体となり実施できるよう制度化を図った。 
 
２．内容 
 土木要望対応に特化した予算の配分額を全地区に公表する。また、従来、道
路整備課が行なっていた要望実施個所の決定を、地区が自主的に立ち上げた選
定組織が行なえるよう新たに制度化し、地区が主体となり「選択と集中」の議
論を通して、舗装の新設・改良、側溝の整備及びカーブミラーの新設などを実
施することにより、住民自治によるまちづくりの推進を図るとともに、地域と
の協働・分担意識を高め、より効率的で適正な事業執行に努めていく。 
 平成２１年度においては、２２地区で自主選定組織が結成された。 
 平成２２年度も引き続き、自主選定組織結成地区が全地区（２４地区）にな
るよう努める。 
 
３．予算額 492,000 千円  （財源内訳）一般財源      492,000 千円 
 （前年度 492,000 千円）        
                     
 
 
 
大矢知町地内 
   
 
 
 
 
 
 
 

担当 道路整備課 
    荒尾 
   ℡ ３５４－８２１５ 

生活に身近な道路整備事業 

着工前 完 成 
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１．目的 
 「あんしん歩行空間整備事業」では、「市民誰もが安心して社会参加でき、快適

に暮らせる生活環境を確保した歩行空間づくり」をコンセプトとして近鉄四日市駅

や JR 四日市駅を中心とする道路の段差解消や照明灯の整備を行い、高齢者や

障害者にも配慮した歩行空間ネットワークの形成を図っている。 

 また、市内の渋滞箇所の改善を目的とした交差点改良や歩行者・自転車の視

線に立った安全対策を「人に優しい道路整備事業」として創設する。 

 
２．内容 
「あんしん歩行空間整備事業」では、平成１９年度から２１年度に市庁舎と JR

四日市駅の区間の四日市中央線において歩行空間の安全確保のために照明

灯の整備を行うとともに、平成２０、２１年度には市庁舎から国道１６４号の区間の

金場新正線において段差解消などのバリアフリー化整備と照明灯整備を実施し

てきた。平成２２年度も引き続き、金場新正線の整備を実施するとともに歩道が

狭小で歩行者の安全対策が急務となっている高松川越海岸線の歩道整備に着

手する。 

 また、「人に優しい道路整備事業」では、東海道の歩行空間のカラー舗装を実

施する他、鵜の森赤堀１号線の交差点改良や橋北地区での金場新正線の歩道

整備に着手を行う。 

 
３．予算額 60,000 千円  （財源内訳）国庫支出金     16,500 千円 
 （前年度 50,000 千円） 市    債     12,800 千円 

 一 般 財 源     30,700 千円 
 

高松川越海岸線 西から望む               金場新正線 南から望む 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業完了年度  
金場新正線   平成２４年度 

 高松川越海岸線 平成２３年度

担当 道路整備課 
    伊藤、荒尾 

℡ ３５４－８２１３ 

あんしん歩行空間整備事業 
人に優しい道路整備事業 
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１．目的 
「近鉄川原町駅付近連続立体交差事業」は、「三滝川河川改修事業」、「国道４７７号西
浦バイパス道路改良事業」と合わせて行う「近鉄川原町駅周辺総合整備事業」の中で施
行する事業であり、総合的に事業を行うことによって近鉄川原町駅周辺の一体感のある
まちづくり、地域の治水安全度の向上、踏切除却による自動車交通の円滑化等を効率的
に達成する。 
 
２．内容 
近鉄川原町駅付近連続立体交差事業は、平成１９年２月１９日に事業認可を受け、平
成１９年１１月１日から三重県と直接工事を施行する近畿日本鉄道株式会社が「協定」
を締結し事業に着手している。平成２０年度から仮線用地の確保及び仮線の敷設、平成
２２年度には現在線から仮線へ切替えを行う予定であり、四日市市は下記の事業負担金
を支出する。 
 
３．予算額  ３７５，０００千円 （財源内訳）市  債   ３５６,２００千円 
 （前年度   １７，５００千円）      一般財源    １８,８００千円 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 市街地整備・公園課 
      田  中  

   ℡ ３５４－８２００ 

近鉄川原町駅付近連続立体交差事業 
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１．目的 
 南部丘陵公園、垂坂公園・羽津山緑地は、「市民に親しまれる公園・緑地を整

備する」をコンセプトに、丘陵地の住宅団地に隣接する位置で、自然環境を活か

した総合公園として整備している。 
 同公園は、幼児から高齢者までの幅広い層にわたって散策、自然観賞、休憩、

軽スポーツ等、多種多様な利用ができ、また、災害時には、その緑と広大な敷地

により防災公園としての機能も併せ持っている。 
 
２．内容 
 南部丘陵公園では、平成 21年度に完成しました北ゾーンの芝生広場と供用済
みエリアとを結ぶ園路の整備、および、行楽シーズンになると不足する駐車場の

整備を行い、利用者の利便性を向上させる。 
 また、垂坂公園・羽津山緑地では、昨年度に引き続き用地取得を行い早期供

用開始を目指す。 
 
３．予算額 154,000 千円（財源内訳） 国庫支出金     57,000 千円 
 （前年度   79,000 千円） 市     債     87,300 千円 
 一 般 財 源      9,700 千円 
 
 
 南部丘陵公園                   垂坂公園・羽津山緑地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業完了年度 

南部丘陵公園      平成２５年度 
垂坂公園・羽津山緑地  平成２５年度

担当 市街地整備・公園課 
      川尻 
   ℡ ３５４－８１９７ 

公園緑地整備事業 

南部丘陵公園 垂坂公園・羽津山緑地 

 
実線…開設区域 
破線…H20～H25 整備区域
斜線…H22 用地取得箇所
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１．目的 
 市民の生命、財産を守る治水事業を行っていく上で、重要な事業である準用河川改修
事業において、特に改修の必要な３河川に事業費を集中し、自然環境の保全に留意しな
がら、治水安全度の向上を図るものである。 
 
２．内容 
 平成 22 年度は、前年度に引き続き事業進捗を図るもので、朝明新川及び米洗川では築
堤・護岸の整備による河川断面の拡幅を行う。 
萱生川では、懸案となっていた三岐鉄道橋の改築及び道路橋梁の架け替えを行う。 
 
３．予算額    237,000 千円  （財源内訳）国庫支出金     79,000 千円 
 （前年度    237,000 千円）       市  債     150,100 千円 
                       一般財源       7,900 千円 
                        
                        
     準用河川朝明新川築堤・護岸 
 

担当 都市整備部河川排水課 
      市川 
   ℡ ３５４－８２１６ 

準 用 河 川 改 修 事 業 
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会 計 管 理 室 
 

新年度予算における基本的な方針 
法令・規則等に基づいた厳正な会計事務を執行する必要性はますます高まっ

ており、各部局において会計事務が適正に処理されるように支援を行う｡ 

また、公金の運用については、安全性を最優先とした、適正な管理が求められ

ている。こうしたことから、本市の公金保管の基本的指針である「四日市市資金

管理運用方針」に沿って、運用先金融機関の経営の健全性と金融政策・金融動

向に十分に留意し、安全性、流動性を確保した上で、本市の財政状況が厳しい

中で、効率的な運用にも努めていく｡ 

 

１．会計管理事業について 
会計事務の執行にあたって、事務処理の適正化を確保するために、実務担当

者や所属長を対象とした会計事務研修を実施する。特に債権者への支払が遅

延することがないように、研修を通して遅延防止に対する意識の醸成を図ってい

く。また会計実務に関する相談・支援も兼ねて、各所属に出向き、出納員への分

任出納事務にかかる会計処理の関係書類や現金・金券・物品等の保管状況を

現場で確認する実地検査を行う。 

公金の運用について、関係各課に対して収支に関する情報収集を詳細に行

なうことで、資金収支見込みのより一層の精度向上を図りながら、企業会計担当

者や金融機関との情報交換を密にして、効率的な運用に取り組む。また、平成２

１年度に開始した短期運用を引き続き活用することにより、支払準備金の平均残

高の圧縮に努める。 

なお、市民生活や社会経済情勢の変化を踏まえて、公金取扱業務の改善に

ついて、県や県内各市と積極的に検討していく。 

 

【主な事業】  会計管理経費  当初予算額     ２７，２７１千円 
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議 会 事 務 局 
 

新年度予算における基本的な方針 
議会が二元代表制に基づく市民の代表機関としての役割を果たすとともに、
市民の議会に対する関心を高め、議会への市民参加を進めながら、議会の活性
化を図る。 
 
１．適法かつ効率的な議会運営について 
地方分権時代において、議会は団体意思の決定を行う議事機関としての機能
及び執行機関の監視を行う監視機関としての機能の充実・強化が求められてい
ることから、議会事務局は、議会がこれらの役割を果たすための環境を整備し、
議長及び議員の職務をサポートする。 
【主な事業】  会議録印刷製本費          ２，２００千円 
        テープ反訳委託料          ３，０２４千円 
 

２．議会の政策形成機能の充実について 
地方自治体の自己決定権の拡大に伴い、団体意思の決定を行う前提として、
議会の政策形成機能の充実が求められていることから、議会事務局は、議員提
出議案の作成補助とともに、そのための調査研究をサポートする。 
【主な事業】    政務調査費             ３０，２４０千円 
        委員会行政視察           １１，０３５千円 
        海外行政視察             ３，１２７千円 
        議員パソコン・インターネット経費   １，８１３千円 
 

３．市民への議会情報の提供及び議会への市民参加の取り組みについて 
議会には、多様な民意の反映、市民の意見の集約などの役割が求められ、議
会の構成や運営において、議会の意思と市民の意思が乖離しないように努める
ことがより必要とされていることから、議会事務局は、議会としての市民への
説明責任を果たせるよう市民への議会情報の提供に努めるとともに、議会への
市民参加にも取り組み、市民に開かれた議会の実現を促進する。 
【主な事業】  市議会中継関係経費          ８，４０６千円 
        議会報等作成関係経費         ６，７４４千円 
        市議会モニター関係経費          ２６２千円 
        インターネット配信事業        １，８５２千円 
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監 査 事 務 局 
 

新年度予算における基本的な方針 
市の財政が公正かつ効率的に執行されているか、市行政の実績や成果が住民

の福祉と行政水準の向上に寄与しているかどうかに重点をおいて監査委員の
行う監査事務の補助を行う。 
 
１．定期監査について 
財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理が最少の経費で最大
の効果を挙げているかに留意し、予算の執行及び財産の管理などが適法、適正
かつ効率的に行われているかの検証を主眼として行政機構別に実施する。また、
監査を実施するにあたっては、財務監査における事務事業の合規性、正確性の
視点はもとより、事業の監査における経済性（Economy）、効率性（Efficiency）、
有効性（Effectiveness）の３Ｅの視点による監査の充実を図る。 
  

２．行政監査について 
市の事務執行に関し、事務組織及び執行体制、事務処理の手続き方法、事務
の執行状況、その他行政運営全般について、公正で効率的かつ効果的に行われ
ているかの視点から監査を実施する。 
定期監査に併行して、行政監査として「効率性改善への具体的な取組状況」、

「原課契約工事の執行状況」、「負担金等支出状況」等について監査する。また、
これらとは別途にテーマ設定をした監査については、例年の１テーマを２テー
マに拡充して実施する。 
 

３．その他の監査、検査、審査について 
上記のほか、出資団体監査、財政援助団体監査、公の施設の指定管理者監査
を行うとともに、例月現金出納検査、決算審査、基金運用状況審査、財政健全
化等審査を実施する。 
また、新公会計制度導入に対応した監査方法の調査研究を図るとともに、監
査の状況をわかりやすく周知するために、前年度に引き続き「広報よっかいち」
で監査結果等を掲載する。 
 
【主な事業】    監査事務一般経費  当初予算額 １，３９０千円 
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教 育 委 員 会 
 
新年度予算における基本的な方針 
 学校教育については、２０１０年度を目標年度とした「四日市市学校教育ビジョン」
の基本方針等を堅持し、「生きる力」「共に生きる力」を身につけた子どもの育成のた
め、「段差のない教育」や「途切れのない支援」を充実させるとともに、学校・保護者・
地域が一体となった学校づくりを推進する。また、これまでの取組みをベースに、教
育を取り巻く状況の変化に対応していくための事業の整理、見直しを行いつつ、ビジ
ョンにおける基本目標を達成するための各種施策に積極的に取り組む。 
青少年の健全育成に向けては、子どもの学校内外での規則正しい生活や放課後の安
全で安心な環境づくり､青少年の非行防止等について、保護者や地域住民、さらには学
校と行政が一体となった取組みを推進する。 
文化財・埋蔵文化財については、その保存・活用に努めるとともに、図書館、博物
館等社会教育施設においては、それぞれの特性を生かした学習機会・情報の提供及び
学習活動の支援に取り組む。 
スポーツの振興については、運動施設の整備・充実に努めるとともに、指定管理者
制度による管理運営を行い、利用者サービスの向上等を図る。また、地域におけるス
ポーツ活動の充実にも取り組む。 
 

１ 教育課程・指導内容の充実 
  学びの一体化として、これまでの各中学校区で進めている実践事例の情報提供や、
全国学力・学習状況調査及び到達度検査の分析を基にした授業の改善並びに充実策
の提言によって、教育活動の連続性の確保・充実に努める。また、小中一貫した教
育をめざし、各中学校区での指導の一体化や中学校との連携を生かした小学校高学
年における一部教科担任制の実施に向け、モデル校区による研究を進める。 
また、各中学校区で、子ども人権フォーラムの開催、教職員研修の充実、地域関係
組織との連携を図り、幼小中一貫した人権教育を推進する。また、学校・園における
人権教育の推進が図られるよう、発達段階に応じたカリキュラムや学習プログラムの
整備に努める。 
さらに、自然に触れる楽しさを味わい、集団生活を通した人間的なふれあいを深め
る自然教室の実施や、キャリア教育の一環として、地域の事業所等の協力を得て行う
職業体験学習の実施など、体験を重視した教育を推進する。 
 

【主な事業】   学びの一体化推進事業               ７，５５０千円 

学校人権教育推進事業                １，９２０千円 

自然教室事業                     ２０，２６０千円 

自分発見中学生地域ふれあい事業        ２，６９５千円 
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２ 学校の指導体制・組織の整備 
  全ての小中学校において、みえ少人数学級を継続するとともに、市独自施策とし
て、小学校では国語・算数、中学校では数学・英語の教科を中心に３０人以下で授
業を実施し、基礎・基本の徹底を図る。 
理科教育及びキャリア教育等の学習活動の充実と教員の授業力の向上について
は、大学及び企業と連携し、専門的な立場からの高い知識と豊かな経験等を授業や
教員の研修等に活用する。 
英語指導の充実については、小学校に外国人英語指導員を派遣し、コミュニケー
ション能力の素地を養うことをめざした英語活動を市の英語活動カリキュラム及
び文部科学省の英語ノートの併用によって行う。中学校へは１１人の外国人英語指
導員を派遣し、日本人教師とのチームティーチングによる指導を充実する。 
学校図書館の活性化及び子どもたちの読書活動と図書館利用教育の推進につい
ては、小中学校に司書を派遣し、図書館担当教員への助言及び子どもの読書活動へ
の支援、テーマを設定したブックトークの実施、図書館を活用した授業支援等を行
う。 
また、各学校の「学校づくりビジョン」の実現に向け、創意工夫した教育活動や
研修活動等を地域や家庭と共に推進できるよう継続的に支援する。 
各学校・園の相談体制については、すべての小中学校にスクールカウンセラーま
たは心の教室相談員を配置するほか、学校・園からの要請に応じてカウンセラーを
派遣することで学校・園のカウンセリング機能の充実を図る。 
生徒指導については、いじめ等問題行動や不登校の未然防止、早期発見、早期対
応に向けて、教職員の指導・相談体制等の充実、「楽しい学校生活を送るためのア
ンケート Q－U」調査等の効果的な活用の推進、地域・保護者との連携の強化等に
努める。 
  また、障害等のある子どもに対して、一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支
援に資するため、学校・園の特別支援教育体制の推進に指導・助言・連絡調整を行
う「地域特別支援教育コーディネーター」のほか、特別支援学級に介助員を配置す
るとともに、通常の学級において発達障害等で支援を要する児童生徒に特別支援教
育支援員を配置する。 
さらに、外国人幼児児童生徒の教育については、日本語指導や学校生活への適応
指導、教科の補充指導、教育相談等の充実を図るため、在籍校・園に適応指導員の
配置を進める。 
 
【主な事業】    基礎学力・教育力ジャンプアップ事業    １６８，７８５千円 

（うち基礎学力講師分１６３，０６０千円） 

           大学及び企業との連携による授業力向上事業     ２，７０８千円 

    学校英語教育充実事業            ８３，４３３千円 

学校図書館いきいき推進事業           ３８，２６８千円 

学校づくりビジョン推進事業              ２０，４４６千円 

                いじめ・不登校等教育相談事業        １６，６２４千円 
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生徒指導対策事業                ６，１００千円 

                特別支援教育推進事業                ２，２９５千円 

特別支援学級介助員費           １１１，０７２千円 

特別支援教育支援員費             ６，９４８千円 

                    外国人幼児児童生徒教育充実事業       ５９，９７３千円 

                        （うち適応指導員分３３，７２１千円） 

 

３ 教職員の資質向上 
学校教育ビジョンに基づき、今日的な教育課題に対応した研修、年代（ステージ）
や職務内容に応じた研修講座をさらに充実させるとともに、「教師力向上サポート
ブック」を活用した研修を進めることにより、教職員の資質向上を図る。また、経
験の浅い教員等への指導・助言を行うための教育アドバイザーを派遣し、教師力及
び学校教育力の一層のレベルアップを目指す。 
さらに、教職員の人権意識の高揚及び資質の向上のために実践的な研修を開催す
るとともに、人権教育についての深い知識と実践力を備えた指導者を育成し、人権
教育推進リーダーとして校内や中学校区等で活躍できるような指導体制をめざす。 
 

  【主な事業】    教職員研修事業                       ２，４８７千円 

          重点課題研究推進校事業               ９６０千円 

基礎学力・教育力ジャンプアップ事業       １６８，７８５千円 

（うち教育力講師分５，７２５千円） 

学校人権教育リーダー育成事業             ５９１千円 

 

４ 学校施設・設備の充実 
児童数の増加に伴う普通教室の不足に対応するため、泊山小学校において校舎増
築を行うとともに、改築整備については、河原田小学校において引き続き設計業務
を実施し、改築工事に着手する。バリアフリー化施設整備については２校で、小学
校における衛生管理強化のための給食室の改修については１校でそれぞれ工事を
行う。耐震化については、平屋建て小規模施設である幼稚園４園において耐震補強
工事を行う。平成２４年度から中学校において武道が必修化されることに伴い、武
道場１棟の設計業務を行う。改修整備については、小学校の統合に備えた内装等の
改修整備を行うほか、小・中学校、幼稚園の状況に応じた種々の改修整備を行う。 
また、児童生徒の通学時の安全確保のため、通学路における交通安全施設の整備
を引き続き推進する。 
    さらに、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用したよりわかりやすい授業づくりの推進
のために、情報環境の整備と運用支援等を行う。 
 
【主な事業】    小中学校増築事業             ２０３，７５８千円 

小中学校改築整備事業              ２７，４７１千円 

小中学校バリアフリー化施設整備事業    １００，７００千円 
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給食室改修整備事業              ４５，９７７千円 

小規模施設耐震補強事業            ３９，４０３千円 

                武道場整備事業                 １０，０００千円 

                その他施設整備事業               ５３，６３２千円 

                通学路交通安全施設整備事業           ２０，０００千円 

学校教育ＩＴ推進事業             ５６，８８３千円 

教育情報通信システム運営事業        １９３，２０８千円 

 

５ 保護者・地域とともにつくる学校（園） 
地域に開かれた信頼される学校づくりのために、各学校に設置した「学校づくり
協力者会議」により、地域住民・保護者と学校が「学校づくりビジョン」などを共
有し、意見交換や学校評価を行い、共に学校運営の改善や子どもの健全育成に取
り組めるよう支援する。また、学校づくり協力者会議の発展した形として、保護者
及び地域住民等が一定の責任を持って学校運営に参加するシステムを有する学校
をコミュニティスクールとして指定し、その拡大を図る。 
また、公立幼稚園各園においても特色ある園づくりを一層進めるとともに、地域
の未就園児を対象に行う園開放や子育て相談等の子育て支援活動を継続させ、地域
における幼児教育のセンターとしての機能の定着を図る。 
さらに、教育上配慮を必要とする地域において、学校・家庭・地域が相互に連携
し、子ども自らが基本的人権を尊重する精神を育成するための事業を実施する。 
 
【主な事業】    開かれた学校づくり推進事業               ７４８千円 

          子育て支援推進事業               ５，２９５千円 

子ども人権文化創造事業             ５，１７５千円 

 

６ 学校をとりまく制度の整備 
本市の教育施策の点検・評価の充実を図るとともに、平成２３年度からの次期学
校教育ビジョンの策定作業を進める。 
増加傾向にある不登校や発達障害など課題のある子どもに対しては、引き続き、
適応指導教室において不登校児童生徒の受け入れを行うとともに、各種関係機関と
連携を図り、就学前から中学校卒業後を見通した一貫した特別支援教育の相談支援
及び指導体制の充実を図る。また、福祉部・健康部と連携を図り、発達障害等の幼
児・小学校低学年児童（４歳～８歳）とその保護者への早期支援体制を構築し、幼
児期からの途切れのない支援を行う。 
外国人幼児児童生徒教育については、日本語指導を中心とした初期適応指導を行
う「いずみ教室」の役割は大きく、４ヶ月の短い指導期間で成果を上げている。平
成２２年度は、新たに①幼稚園等での日本語指導、②移動いずみ教室（いずみ教室
へ通級できない児童生徒への初期適応指導）、③いずみ教室修了後の学力補充など
の事業を実施する。 
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【主な事業】   学校評価等推進事業                ９５７千円 

適応指導教室事業               ５，７１６千円 

特別支援教育・相談事業            ５，６２４千円 

プロジェクト U－8事業             ２，８０５千円 

外国人幼児児童生徒教育充実事業        ５９，９７３千円 

          （うち「いずみ教室」分等 ２６，２５２千円） 

 

７ 青少年の健全育成 
青少年の健全育成のために、子どもの生活リズムや規範意識の向上､子どもの安
全・安心、家族のあたたかい心のふれあいに向けて、保護者や地域住民、学校、行
政が一体となった取組みを推進する。そのために、「早ね 早おき 朝ごはん」市
民運動や有害情報対策にかかる啓発活動、非行防止教室等の開催、「家庭の日」の
定着などに取り組む。また、放課後の子どもの過ごし方として、留守家庭児童を対
象とした学童保育事業の支援等に取り組む｡さらに、子どもの居場所づくりや青少
年が企画・実施する体験活動などの自主的な活動の支援を図る。 
少年自然の家については、連絡調整会議・モニタリングなどを通して指定管理者
と連携し、利用者のサービスの向上等を図る。 
 

【主な事業】  親と子どもの豊かな育ち事業          ４，００７千円 

学童保育事業費補助事業          １６４，６３１千円 

「家庭の日」啓発事業               ３８４千円 

子どもと若者の居場所づくり事業        ３，５２２千円 

少年自然の家管理運営事業          ７１，５３８千円 

 

８ 文化財の保存・整備 
文化財、埋蔵文化財については、適正な保存と維持管理に努めるとともに、国史
跡として指定された久留倍官衙遺跡について、史跡地等の用地取得や排水管理など
の維持管理等を行う。 
 

【主な事業】  久留倍遺跡保存活用事業          ３１３，３８０千円 

文化財維持管理事業              ４，１３９千円 

埋蔵文化財保護事業              ４，３７９千円 

文化財保存対策事業              ２，８０６千円 

 

９ 生涯学習機会の提供 
図書館においては、利用者のニーズを把握し、選書やリクエスト本の購入など効
果的な資料配備に努めるとともに、本市にふさわしい今後の図書館サービスの方向
性を具体化するために、引き続き「新しい図書館のあり方検討会」等で検討を行う。 
博物館においては、親しみやすく多彩な内容の展覧会やプラネタリウム投映を行
い、幅広く市民に生涯学習の機会を提供する。また、学校からの団体見学や移動式
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プラネタリウムなどによる連携授業が本市の学校教育の一環としてより一層定着
するよう学校との連携を強めるとともに、内容の充実を図る。 
 

【主な事業】    新しい図書館のあり方検討会              ４４０千円 

図書資料整備費                  ２６，８００千円 

特別展等開催事業                  ３６，２１２千円 

プラネタリウム投映事業              １１，１３５千円 

天文教育普及活動事業              １，０８３千円 

 

１０ スポーツの振興 
スポーツ施設の経年劣化対策として必要な補修工事を行い、施設の適正な維持管理
に努めるとともに設備の充実を行う。また、地球温暖化対策として、設備の更新を行
い、スポーツ施設から排出される温室効果ガスの削減を図る。 
四日市ドーム及び各スポーツ施設の運営管理については、引き続き、指定管理者制
度によって利用者サービスの向上等を図る。 
地域におけるスポーツ活動の充実と生涯にわたりスポーツに親しめる環境整備の

充実を図るため、「総合型地域スポーツクラブ」の設立とその運営に対して支援を行
う。また、市民の健康増進と誰もが気軽にスポーツに参加できる機会を創出するため、
ロードレース大会や総合型地域スポーツクラブの企画、運営力を活用したウォーキン
グ大会を開催する。 
 

【主な事業】    三滝武道館屋根塗装工事           ２０，０００千円 

霞ヶ浦サッカー場夜間照明増設工事       ８，４００千円 

温水プール省エネ改修工事等         ６８，２００千円 

四日市市運動施設の指定管理者指定管理料   ２３５，０００千円 

四日市ドームの指定管理者指定管理料     ５６，７８６千円 

総合型地域スポーツクラブ育成支援事業     ６，２９５千円 

四日市シティロードレース大会＆ウォーキング大会開催事業 

        １，８００千円 
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学びの一体化推進事業 

 
１．目的 
幼稚園・小学校・中学校が協働して子どもの教育に携わることをめざし、一人ひと
りの学びを連続したものにすることで、「確かな学力」と「健やかな成長」の充実を
図る。 
 
２．内容 
  小学校６年間、中学校３年間の区切りはそのまま大切にしながら、地域の実状に応
じて、幼稚園・小学校・中学校がより連携することで、各中学校区における教員の交
流を深め、子どもたちの実態を把握し、授業改善を図るとともに、異校種間の子ども
たちの交流等を広げる。 
 
○平成２２年度新規事業 
小中一貫した教育の実施に向けたモデル校区での実践（２ヵ年） 
【対象校区数】３中学校区 
【 内  容 】・中学校との連携を生かした小学校高学年での一部教科担任制の導入 

・幼小中学校園における研究課題と指導体制の一体化 
 
３．予算額   ７，５５０千円    （財源内訳）県支出金    ６３１千円  
 （前年度   １，１０４千円）         一般財源  ６，９１９千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

担当 教育委員会 指導課 
   田 中 
   ℡ ３５４－８２５５ 
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基礎学力・教育力ジャンプアップ事業 

 

 

 

 

１．目的 
小・中学校のすべての学年において、基礎学力の定着と学習規律等を確保するため、

１学級の児童・生徒数が 30 人を超える学級に市単の非常勤講師を加配し、よりきめ
細かな指導を行う。 
また、講師等の指導力、一定レベルの資質の確保および向上を図るため、教職経験

の豊富なアドバイザーによる指導・助言を行う。 
 
２．内容 
 （１） 非常勤講師の配置による少人数授業の実施      

ゆとりある教育活動を実施する中で、どの子にも各教科等の基礎的・基本的な内
容を確実に身につけさせるため、児童生徒の習熟度に違いが生まれやすい教科（小
学校：国語・算数、中学校：英語・数学）を中心に、30 人以下で授業が実施できる
よう、引き続き非常勤講師を配置する。 
 

 （２） アドバイザーによる講師・教員への指導・助言 
より充実した授業の展開を図るため、おもに経験の少ない若手教員や講師の指導

力、資質向上をめざし、アドバイザーが個々の課題に応じて指導・助言する。 
 
３．予算額 １６８，７８５千円   （財源内訳）一般財源 １６８，７８５千円 
 （前年度 １８２，１２２千円） 
 

 
 
 
 
 
 

担当 教育委員会 学校教育課 
   吉 田 
   ℡ ３５４－８２５１ 
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外国人幼児児童生徒教育充実事業 
 
 
１．目的 

外国人幼児児童生徒が、幼稚園・小学校・中学校での生活に円滑に適応できるよう
に、日本語指導や教科の補充指導、教育相談等の充実を図る。 
 
２．内容 
（１）日本語指導・教育支援 

外国人幼児児童生徒の日本語指導や学校への適応支援のために、次の事業を行う。 
①拠点（準拠点）校・園、一般校・園における、学習活動の指導助手や学校生活
への適応指導、相談時の通訳等 

②西笹川中学校区の小中学校における、「いずみ」教室修了後の進学・進路指導と
しての学習日本語指導【新規事業】 

（２）初期適応指導教室「いずみ」教室 
①笹川西小学校における、短期間（3～4 ヶ月）での集中的な日本語の初期指導等 
②「いずみ」教室修了に向けた編入学年相当の日本語力向上指導【新規事業】 

（３）「移動いずみ」教室【新規事業】 
「いずみ」教室に通えない児童生徒に対して、在籍校において「いずみ」教室と

同等の日本語の初期集中指導を行う。 
（４）幼稚園等における初歩日本語教室・就学相談【新規事業】 

幼稚園等の園児や保護者への日本語指導や就学相談を実施する。 
（５）西笹川中学校区の児童生徒への日本語指導等 

日本語指導を含む学習支援や就学相談を実施する。 
（６）進学ガイダンス 

市内の児童生徒を対象に進学ガイダンスを実施する。 

 
３．予算額  ５９，９７３千円   （財源内訳）県支出金   ４，７５２千円 
（前年度  ４５，３４４千円）        一般財源  ５５，２２１千円 

 

担当 教育委員会 指導課 
   田 中 
   ℡ ３５４－８２５５ 

・・・・・・新規事業

（１）日本語指導・教育支援

日 本 語 が 十 分 で な い 外 国 人 幼 児

 （４）幼稚園等での初歩日本語教室・就学相談

 
（２）初期適応指導教室「いずみ」教室
 

②いずみ教室修了に向けた編入学年相当の日本語力向上指導

（３）「移動いずみ」教室
 

 

 ①学習活動の指導助手、学校生活への適応指導、相談時の通訳

 

②「いずみ」教室修了後の進学・進路指導としての学習日本語指導

笹川西小学校
以外の小中学校

笹川西小学校

西笹川中学校区の小中学校拠点（準拠点）校・園、一般校・園

①短期間での集中的な日本語の初期指導等

日 本 語 が 十 分 で な い 外 国 人 児 童 生 徒

・・・・新規事業
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河原田小学校改築整備事業 

 
 

１．目的 
 河原田小学校校舎の改築について、平成２１年度から継続している設計業務を完了
し、活断層の存在しない既存校舎東側の運動場における改築工事に着手する。 

 
２．内容 
○改築工事（工期 平成２２～２４年度） 

   鉄筋コンクリート造・４階建て 約４，０００㎡  
普通教室８室、学習室２室、特別支援教室、理科室、図工室、家庭科室、図書室、
保健室、職員室 
○設計業務（期間 平成２１年８月～平成２２年８月） 
○監理業務（期間 平成２２～２３年度） 

 

３．予算額  ２７，４７１千円  （財源内訳）一般財源   ２７，４７１千円 
（前年度       ０千円）        
      

※債務負担行為 
                期 間   平成２２～２４年度 

                     限度額   １，０７０，０００千円 
 

 

 

担当 教育委員会 教育施設課 
   伊 藤 
   ℡ ３５４－８２４３ 
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プロジェクトＵ－８事業 

 

 

１ 目的 

発達障害等のある幼児・小学校低学年児童（4歳～8歳）への支援体制を構築し、
健康部・福祉部と連携して途切れのない支援を行うことにより、自信をもって小学
校生活を送れるようにする。 

 

２ 内容 

   巡回教育相談や就学相談、来所相談で必要であると認められた発達障害等のある

子どもとその保護者を対象にして、次の４つの教室を行う。 

 
（１）幼児ことばの教室（４歳～５歳） 

正しい口形や舌の動きを練習し正しく発音できるようにすること等を通して、 
自分の思いを存分に言葉に表す意欲を高められるよう支援する。 

（２）ともだちづくり教室（４歳～８歳） 
    友だちとうまく遊べない等の集団生活に課題がある幼児や小学校１・２年生の 

児童が、小集団の中で社会性等を身につけられるよう支援する。 
 （３）子どもの見方・ほめ方教室（ともだちづくり教室に参加する子どもの保護者）   
    保護者が子どもの行動に対する理解を深め、子どもの見守り方や褒め方等を実 

践的に学ぶことでよい親子関係をつくれるよう支援する。 
（４）まなびの教室（６歳～８歳） 
    聞く・読む・書く・計算するといった学習に必要な基礎的な力につまずきが見 

られる子どもに対して、理解力と学習意欲を高められるよう支援する。 
 

３ 予算額  ２，８０５千円     （財源内訳）一般財源  ２，８０５千円 

 （前年度      ０千円）         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 教育委員会 教育支援課 

 宇佐美 

℡ ３５４－８２８３ 
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私立幼稚園保育料補助金 

（私立幼稚園就園奨励費補助金） 
 

 

１．目的  
  私立幼稚園に就園する園児の保護者に対し、保育料を助成することにより、保護者
の負担の軽減を図る。  

 

２．内容 
私立幼稚園の子どもの保育料に対して、世帯の所得に応じて補助金を交付する。 
 
○平成２２年度新規事業 
市単独事業として、第３子以降の子どもの保育料について、所得制限を撤廃し

すべての世帯に補助するとともに、兄・姉の定義を小学校６年生まで拡大する。（現
制度は小学校３年生まで） 
 
※なお、公立幼稚園の子どもの保育料についても、私立幼稚園と同趣旨による減
免措置を行う。（学校教育課所管） 

 

３．予算額  ２１０，９０３千円    （財源内訳）国庫支出金 ４７，５７２円 
 （前年度  １７２，６８０千円）         一般財源 １６３，３３１円 
 

  

 

 

 

 

                   

 

 

担当 教育委員会 教育総務課  
    平 田 
    ℡ ３５４－８２３６ 
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１．目的  

放課後等に留守家庭となる児童の生活支援とその保護者の就労を支援するため､学
童保育事業を行う地域の運営委員会等に対して支援を行う｡ 

 
２．内容   
学童保育事業を行う地域の運営委員会等に対して、学童保育所の運営費・障害児受
入支援等の国・県の補助制度に基づいて補助を行うとともに、市単独事業として平成
22 年度は次の事業の新設・拡充を図る。 
①常勤指導員確保のための補助【新規】 
②就学援助家庭等のための学童保育所利用支援補助【新規】 
③大規模学童保育所の適正規模への分割等に向けた新・増築、大規模改修にかかる
補助【拡充】 

 
３．予算額  １６４，６３１千円  （財源内訳） 県支出金  ８４，１２５千円 
（前年度 １３４，６８９千円）        一般財源  ８０，５０６千円 

 
 

担当 教育委員会 社会教育課 
青少年育成指導室 
岸 田   
℡ ３５４－８２４７ 

放課後児童健全育成事業（学童保育事業費補助金） 
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消 防 本 部 
 

新年度予算における基本的な方針 

 安全で安心なまちづくりに向け、消防力の強化・消防救急体制の充実をはじ

め、総合的な災害対応力の確保を図る。 

 「８分消防５分救急」の早期実現のため、（仮称）北消防署北西出張所及び（仮

称）南消防署西南出張所に消防車を配備するとともに、救急車の利用状況の実

態を調査することにより適正な利用をより一層推進し、火災時の延焼拡大を防

止し、併せて救命率の向上を図る。 

 また、火災・救助・救急等の災害に迅速かつ的確に対応できるよう年次計画

により車両更新を行い、消防車両・装備の近代化を図る。 

 その他、人材育成、救急業務の高度化、耐震性貯水槽の設置を推進する。 
 

１ 消防車両配備・更新事業について 

（１）化学消防ポンプ自動車の配備 

   現在、北消防署に配備されている化学消防ポンプ自動車は、平成３年度

に配備し、平成２２年度に１９年目を迎えることから年次計画により更新

する。 

 （２）高規格救急車の更新 

   現在、中消防署及び北消防署に配備されている高規格救急車は、平成１

５年度に配備し、平成２２年度に７年目を迎えることから年次計画により

更新する。 

（３）普通消防ポンプ自動車の配備 

   現在、桜分団及び塩浜分団に配備されている普通消防ポンプ自動車は、

平成７年度に配備したが、ＮＯＸ・ＰＭ法による使用期限が平成２３年１

０月までとなっていることから、平成２２年度事業として車両を更新する。 
【主な事業】   消防車両購入費        １３５，５１４千円 

 

２ 人材育成事業について 

  経験豊富な団塊世代が退職し、若年層の知識や技術等の向上を積極的に図

る必要があるため、訓練や研修派遣等を積極的に行うなど、ソフト面での充

実強化を図る。 
【主な事業】   人材育成事業費          ８，３０９千円 
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３ 救急業務の高度化事業について 

  平成４年度から救急救命士の養成を開始し、現在４０名の救急救命士を各

消防署等へ配置している。将来的に全ての救急車に常に１名以上の救急救命

士を配置できる体制と管理業務部門等の強化を図るため、昨年に引き続き５

名の職員を救急救命士養成所へ派遣する。 

   各消防署への目標配置数 ：６０名 

   情報指令課への目標配置数： ３名         

   消防救急課への目標配置数： ２名        計６５名 
【主な事業】救急高度化事業費（救急救命士養成事業） １４，９６３千円 

 

４ 地震等大規模災害対策事業について 

  「耐震性貯水槽の配備計画」に基づき、地下式耐震性貯水槽を整備し、災害対応

能力の強化を図る。 

  平成２２年度は、川島町及び小古曽五丁目地内に６０トン型の耐震性貯水槽を設

置する。 

【主な事業】   耐震性貯水槽整備事業費         ２０，６８１千円 
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１．目 的 

  「安心安全のまちづくり」に向けて、火災・救助・救急等の各種災害に迅速か

つ的確に対応できるよう年次計画に基づき、車両更新を行う。 

 

２．内 容  

 

（１）化学消防ポンプ自動車（Ⅲ型）【北消防署】 

消火薬剤及び消火用水を積載し、毎分３， 

０００リットル以上の放水能力を有する石油

コンビナート火災に対応した化学消防車を更

新配備する。 

 

 

（２）消防ポンプ自動車（ＣＤ－１） 

【桜・塩浜分団】 

老朽化及びＮｏｘ・ＰＭ法による車両更新

を実施する。平成７年に配備し１５年目を迎

えることから分団車両２台を更新配備する。 

 

（３）高規格救急車【中・北消防署】 

救急現場から必要な応急手当が実施できる

よう、各種の医療機器等を積載している救急

車２台を更新配備する。 

 

 

 

 

３．予算額 １３５，５１４千円  （財源内訳）県支出金 １１９，３５３千円 

 （前年度 ２９１，０００千円）       一般財源  １６，１６１千円 

 

 

 
担当 消防本部 総務課 

   阿 部 

   ℡ ３５６－２００２ 

消防車両配備・更新事業 
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１．目 的 
  全ての救急車に常に救急救命士が乗車する体制を早期に実現し、救命率の向上を目
指すものである。 
 
２．内 容 
救急救命士は、平成３年に救急救命士法が制
定されて以来、一般の救急隊員が行う救急処置
に加えて、救急救命の現場において心肺停止患
者に対し、医師の指示のもとに気管挿菅やアド
レナリン（強心剤）を投与することができるな
ど高度な処置を行うことができる救急隊員で
ある。 
全ての救急車に常に救急救命士が１名以上           

乗車できる体制と業務管理部門の強化を早期
に図るため、救急救命士５名の派遣養成を平成
２１年度に引続き実施する。 
 
３．所属別救急救命士の配置計画数 

 
  
４．予算額 １４，９６３千円   （財源内訳） その他特財 １，１９８千円 
 （前年度 １１，１１３千円）         一般財源 １３，７６５千円 
 
 
 
 

 

 

所  属 中 中央 西 北 朝川 北西 南 西南 情報 消救 計 

救急車数   ２  １     １  １  １  １   ２  １  －  －   １０ 

人  員 １２  ６   ６  ６  ６  ６ １２  ６  ３  ２   ６５ 

救急業務の高度化事業 

担当 消防本部 総務課 
   阿 部  
   ℡ ３５６－２００２ 
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１．目 的 
  近い将来に発生が危惧されている東海地震や東南海・南海地震等の大規模地震対策
の一環として、市域に耐震性貯水槽を設置し、地震等による火災が発生した際の消防
水利として活用する。 
 
 
２．内 容 
 平成２１年に地域防災計画に基づく「災害時支援施設の提供に関する協定」、大規模
地震時に緊急水利として使用承諾を得た施設などの状況を踏まえ、耐震性貯水槽の配
置整備計画を見直した。この計画に基づき耐震性貯水槽の整備を行う。 
 平成２２年度は、川島町及び小古曽五丁目地内に６０トン型耐震性貯水槽を整備す
る。 
  
 
３．予算額 ２０，６８１千円        （財源内訳）県支出金   ７，６５０千円  
（前年度 ４０，６００千円）         市   債   ９，９００千円      

一般財源   ３，１３１千円 
                        
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 消防本部 総務課 
   阿 部  
   ℡ ３５６－２００２ 

地震等大規模災害対策事業 
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上 下 水 道 局 
 
新年度予算における基本的な方針 
水道及び下水道は、市民生活に直結する重要なライフラインであり、市民

に信頼される上下水道事業を目指し、計画的に施設整備・更新等を進める。 
水道事業は、景気後退による影響や節水意識の高まりにより水需要の減少
が進んでおり、厳しい経営環境にあるが、「安定・安全給水」をより確実なも
のにするため、平成 22 年度から始まる第２期水道施設整備計画に基づく事業
を進めるとともに、重要課題の解消に努める。 
生活排水対策事業では、「水洗化による生活環境の向上」及び「川や海など
の公共用水域の水質保全」を全市的に進めるため、四日市市生活排水処理施
設整備計画に基づき、公共下水道汚水対策事業及び農業集落排水事業の推進
と合併処理浄化槽の普及促進を図り、各生活排水対策施設の適正な維持管理に
努める。 
さらに、総合的な治水対策の一環として、「大雨による浸水被害の防除」を
図るため、公共下水道雨水対策事業を行う。 
 

水 道 事 業 
 
１．安定・安全給水について         
安心しておいしく飲める水道水の供給を目指し、朝明水源地に高度浄水処理
施設を整備するとともに、安定した給水の確保のため、幹線配水管等基幹施設
の耐震化や経年管や施設の更新を進める。 
 
【主な事業】 第２期水道施設整備事業    １，３７９，１２４千円 

（新）高度浄水処理施設整備 
基幹施設耐震化（幹線配水管布設替、水管橋補強、配水池・

接合井補強） 
経年管布設替 
経年施設更新 

        配水管布設 
 
２．鉛管対策について            
家庭等へ引き込む給水管の一部に使用されている鉛管を解消し、水質の一層

の安全性を確保するために、鉛給水管の取替を積極的に展開する。 
 

【主な事業】 鉛給水管布設替事業       ４６９，６００千円 
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下 水 道 事 業 
 
１．汚水対策事業について 
日永浄化センター第４系統の建設を進めるとともに、本市の生活排水処理施
設整備計画に基づき事業を進める。また、合流式下水道の改善を図る。 
 
【主な事業】 公共下水道事業       ４，９１７，６６７千円 
       管渠整備（富洲原、大矢知、八郷、下野、羽津、海蔵、神前、

三重、常磐、川島、桜、日永、四郷、内部） 
         川島汚水２号幹線布設工事、采女汚水２号幹線布設工事、

山城汚水２号幹線布設工事 
日永浄化センター第４系統建設工事 

         日永浄化センター第２系統高速ろ過設備工事 
 
２．雨水整備事業について 
浸水区域の解消、都市型水害対策を推進する。 

 
【主な事業】 公共下水道事業       １，３１３，３３３千円 

水路整備（大矢知、羽津、橋北、塩浜、河原田、楠） 
南川・南五味塚雨水 1 号幹線水路築造工事、河原田雨水 1

号支線管渠布設工事 
塩浜第３ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事 

 
３．下水道施設の維持管理について 
  浄化センター、ポンプ場の維持管理については、保守点検及び適切な維持修
繕を行い、機能を最大限に発揮させるとともに、効率的な運転に努める。 
管路施設については、計画的な管路調査や清掃を適宜実施するとともに、老
朽管対策や不明水対策にも取り組む。 
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農業集落排水事業 
 
農村集落の生活環境向上と農業用用排水路の水質保全を図るべく、水沢東部
地区及び和無田地区で事業を進める。         
 
【主な事業】 水沢東部地区           １１０，０００千円 

管路整備工事、管路実施設計 
        和無田地区      ７６，０００千円 
         管路整備工事、管路実施設計、処理場用地購入 
        施設維持管理（供用 10 地区）     ９５，８０７千円 
 

コミニティ・プラント事業 
定期的な保守点検により、コミニティ・プラントの適切な維持管理を行う。 
 
【主な事業】 施設維持管理（供用２地区）     ４８，２０５千円 
 

合併処理浄化槽設置整備事業 
生活排水対策として、公共下水道等が整備されていない地域での合併処理浄
化槽の普及促進を図るべく、設置者に対して補助金を交付する。 
 
【主な事業】 合併処理浄化槽設置整備事業    １３６，６５５千円 
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１．目的 
  大規模地震に備え、断水等を最小限に抑えて非常時における市民生活への影響を低減
するため、主要施設の耐震化を図る。 
 
２．内容 
幹線配水管布設替工事、配水池補強工事、接合井補強工事や水管橋補強工事などを行
う。 
     幹線配水管布設替  φ300～600  L=1,190m 
     配水池補強    笹川配水池ほか 
     接合井補強    三滝水源地ほか 
     水管橋補強    磯津橋水管橋ほか 
 

３．予算額   ７１５，９００千円 （財源内訳）国庫補助金   １３，０００千円 
（前年度   ６８５，１００千円）      企業債    ３３２，４００千円 

自己財源   ３７０，５００千円 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部川水管橋 

水道基幹施設耐震化事業 

担当 上下水道局経営企画課 

                稲垣 

 ℡ ３５４－８３６９
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１．目的 
  より安心できる水道水を供給するため、朝明水源地にクリプト対策として有効な紫外
線処理施設を整備する。 
 
２．内容 
紫外線処理施設の概要 
 水道水原水を紫外線ランプ内蔵の管路型装置内に流して紫外線を照射することに
より浄水処理するための施設を整備する。 

計画処理水量 12,400m3/日      
 

３．予算額   １８７，０００千円 （財源内訳）国庫補助金   ５２，９８０千円 
（前年度       皆増   ）      企業債     ６３，３００千円 

自己財源    ７０，７２０千円 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝明水源地 

（新）高度浄水処理施設整備事業 

担当 上下水道局経営企画課 

                稲垣 

 ℡ ３５４－８３６９
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１．目的 
      汚水衛生処理を計画的に推進し、生活環境の向上及び川や海などの公共用水域の

水質保全を図る。 
 
２．内容 
 （１）管渠整備  富洲原、大矢知、八郷、下野、羽津、海蔵、神前、三重、常磐、

川島、桜、日永、四郷、内部の各地区において整備を進める。 
  （２）ポンプ場  ポンプ場電気設備更新工事等を行う。 
  （３）処 理 場  日永浄化センター第４系統築造工事を継続する。 
 
３．整備概要 

 平成２１年度末 平成２２年度末 増加数 
処理可能区域内戸数 ９０，１９５戸 ９２，４２９戸 ２，２３４戸 
処理可能区域内人口 ２２０，８１０人 ２２３，６６３人 ２，８５３人 

人口普及率 ７０．４％ ７１．２％ ０．８ﾎﾟｲﾝﾄ 
 
４．予算額 ４，７９５，９６７千円（財源内訳） 国庫支出金 ２，２３８，３２４千円 
 （前年度 ５，１１９，７３３千円）      企業債   ２，２８１，６６３千円 
                        自己財源    ２７５，９８０千円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日永浄化センター第 4系統建設工事 
担当 上下水道局経営企画課 

                稲垣 

 ℡ ３５４－８３６９

公共下水道汚水対策事業 
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１．目的 
      市街化区域の浸水被害の防除を図る。 
 
２．内容 
  （１）水路整備  大矢知、羽津、橋北、塩浜、河原田、楠の各地区において水路

整備を進める。 
（２）ポンプ場  塩浜第３ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事等を行う。 

 
３．整備概要 

 平成２１年度末 平成２２年度末 増加数 
雨水整備面積 ２，８９２ｈａ ２，８９３ｈａ １ｈａ 
雨水整備率 ４９．８６％ ４９．８８％ ０．０２ﾎﾟｲﾝﾄ 

 
４．予算額 １，２７３，５３３千円（財源内訳） 国庫支出金   ５１１，５７６千円 
 （前年度 １，１３３，９６７千円）      企業債     ５９２，０３７千円 
                        自己財源    １６９，９２０千円 
 

 

 

 

 

 

 

雨池雨水 7号幹線水路 

 

 

 
中央通り貯留管ポンプ施設棟 

公共下水道雨水対策事業

担当 上下水道局経営企画課 

                稲垣 

℡ ３５４－８３６９ 



 

135 

市 立 四 日 市 病 院 
 

新年度予算における基本的な方針 
医療環境が激変し、病院経営が益々厳しくなる中、当院は急性期医療を担う
北勢地域の中核病院として、安全・安心で良質な医療を提供し、経営の健全化
を図りつつ、より信頼される病院づくりを目指して取り組む。 
新年度においては、中期経営計画の目標の達成に向けて、看護師の確保はも
とより、医療費包括支払制度の適正な運用を行い収益効果を高めるとともに、
高度医療機器の有効活用、がん化学療法等の外来診療の推進、後発医薬品の推
進や診療材料のコストの見直し等を図り、経営改善に一層取り組む。病棟増
築・既設改修事業については、平成 25 年 7 月の完成を目指して事業を推進す
る。また、ＥＲ棟の増築に伴い磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）の導入を図る
とともに、医療の高度化・専門化に対応するために、デジタルＸ線テレビ装置、
手術用顕微鏡などの医療機器を購入する。 
 

１．病院施設整備事業について 
   平成 22 年度から医療及び療養環境の改善を図るため、病棟増築・既設改
修工事に着手し、平成 25 年 7 月末の工事完了を目指す。 

 
【主な事業】 病棟増築工事、外来改修工事、ＥＲ棟増築工事等 

                       当初予算額 695,782 千円 
             

２．医療機器整備事業について 
最新の高度・専門医療を提供するとともに、病棟増築・既設改修事業に伴う
機器の更新を含め、高度医療機器等の整備を図る。 
 
【主な事業】 磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）、デジタルＸ線テレビ装置

手術用顕微鏡ほか 
   当初予算額 500,000 千円 
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１．目的 
   平成 22 年度から医療及び療養環境の改善を図るため、病棟増築・既設改修工事に
着手し、病棟増築工事、外来改修工事、ＥＲ棟増築工事等を実施する。また、平成
23 年度以降は、病棟・サービス棟の改修工事を順次実施し、平成 25 年 7 月の完成
を目指す。 

 
２．内容 

（１） 病棟増築工事（平成 22 年度～平成 23 年度） 
   （２） 外来改修工事（平成 22 年度～平成 23 年度） 
   （３） ＥＲ棟増築工事（平成 22 年度） 
   （４） 病棟・サービス棟改修工事（平成 23 年度～平成 25 年度） 
 
３．予算額  ６９５，７８２千円（財源内訳） 企 業 債  ４４２，７００千円 
 （前年度  １１１，７４７千円）      一般財源   ５７，８５０千円 
                       自己財源  １９５，２３２千円 
 
※新病棟配置（案） 
         

PH 機械室  

８ 階 病  棟 

７ 階 病  棟 

６ 階 病  棟 

５ 階 病  棟 

４ 階 
（手術室上部天井裏） 機械室 

仮眠室 

３ 階 手術室フロア 

２ 階 中央材料室・厨房 

１ 階 
MRI 室・解剖室・霊安室 

機械室 

病院施設整備事業 

担当 市立四日市病院総務課 

      伊 藤 

       ℡ ３５４－１１１１ 
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１．目的 
   最新の高度・専門医療を提供するとともに、病棟増築・既設改修事業に伴う機器
の更新を含め、高度医療機器等の整備を図る。 

 
２．内容 
   （１） 磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ） 
   （２） デジタルＸ線テレビ装置 
   （３） 手術用顕微鏡、他 
 
３．予算額  ５００，０００千円（財源内訳） 企 業 債  ４００，０００千円 
（前年度  ５００，０００千円）      自己財源  １００，０００千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

医療機器整備事業 

担当 市立四日市病院総務課 

      伊 藤 

       ℡ ３５４－１１１１ 



（単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

耐震化促進事業費                            72,000 43,495 28,505
木造住宅の耐震診断、補強計画策定及び耐震補強工事等に対する補助金
耐震シェルター設置費用に対する補助金

防災倉庫整備事業 9,351 919 8,432 中学校等へのコンテナ型防災倉庫の整備等

自主防災組織活性化事業 31,305 31,305 自主防災組織の連合化促進及び防災活動に対する補助

防災大学事業 295 295 防災リーダー養成講座「四日市市防災大学」の開催経費

人権・同和政策課 人権活動拠点施設整備事業 20,376 10,567 9,809 人権プラザ神前（寺方児童集会所）、人権プラザ小牧（小牧西児童館）の耐震化

保育所整備事業費 74,000 5,269 68,731 公立保育所の耐震補強工事に係る設計及び耐震補強工事

民間保育所整備事業費 180,700 119,765 60,935 民間保育所の耐震補強工事計画策定及び耐震補強工事に対する補助

あけぼの学園 あけぼの学園（通園部）管理運営費 1,900 1,900 あけぼの学園の耐震補強工事にかかる設計

1
3
8 農林水産

業費
水産業費 農水振興課 磯津漁港海岸保全事業費 47,400 40,290 7,110 磯津漁港海岸防波堤の堤体保全のための離岸堤の整備

道路橋梁費 道路整備課 橋梁健全化事業 29,000 8,250 13,400 7,350
馳出跨線橋に落橋防止装置等を設置、主要路線上の橋梁耐震対策、長寿命化
計画策定のための調査等

都市計画費 都市計画課 近鉄四日市駅耐震化促進事業 5,067 5,067
国・県と協調して近鉄四日市駅の耐震化を促進するための市負担分
（参考）鉄道事業者1/3、国1/3、県1/6、市1/6

消防費 消防費 消防本部 耐震性を有する消防水利整備推進事業 20,681 7,650 9,900 3,131 耐震性貯水槽の整備（2ヶ所）

小学校費 教育施設課 小規模施設耐震補強事業 3,190 946 2,244 平屋建て等小規模施設の耐震補強（2校2棟設計）

中学校費 教育施設課 小規模施設耐震補強事業 1,420 473 947 平屋建て等小規模施設の耐震補強（1校1棟設計）

幼稚園費 教育施設課 小規模施設耐震補強事業 34,793 14,976 19,817 平屋建て等小規模施設の耐震補強（1園1棟設計、4園6棟工事）

市税 固定資産税 資産税課 住宅耐震改修に対する税の減額
既存住宅を耐震改修した場合、耐震改修を行った住宅について固定資産税を減
額

531,478 252,600 23,300 0 255,578

一
　
般
　
会
　
計

平 成 22 年 度 防 災 対 策 事 業 （ 地 震 分 ） に つ い て

総務費 総務管理費

危機管理室

民生費 児童福祉費

児童福祉課

事　　　業　　　概　　　要事業名所属 事業費
財源内訳

項款

土木費

会計

一　般　会　計　小　計

教育費



（単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平 成 22 年 度 防 災 対 策 事 業 （ 地 震 分 ） に つ い て

事　　　業　　　概　　　要事業名所属 事業費
財源内訳

項款会計

下水道施設地震災害対策事業 161,500 76,100 77,300 8,100 汚水管渠耐震工事、浄化センターの耐震工事・設計

水道基幹施設耐震化事業 715,900 13,000 332,400 370,500 0 基幹水道施設(配水管、水管橋、配水池等)の耐震化

877,400 89,100 409,700 370,500 8,100

1,408,878 341,700 433,000 370,500 263,678

1
3
9

合　　　　　　計

企
業
会
計

上下水道局

企　業　会　計　小　計



（単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

防災会議委員 24 24 防災会議の開催、地域防災計画の改訂

国民保護協議会委員 24 24 国民保護協議会の開催

危機管理推進事業費 150 150 国民保護計画、危機管理指針等に基づく訓練の実施

防災システム事業費 25,846 25,846 防災機器維持管理、災害情報提供事業等

防災対策事業費 3,668 3,668 防災啓発、防災訓練等

楠防災会館管理運営費 770 770 楠防災会館管理運営にかかる経費

楠避難会館管理運営費 575 575 楠避難会館管理運営にかかる経費

井堰、樋門維持管理費 388 388 井堰、樋門の維持管理を地元の施設利用者に委託

1
4
0 排水施設等管理運営費 6,418 6,418 楠地区の農業用水、自然用水に供する樋管、揚水ポンプ設備等の維持管理経費

南・北排水機場運転管理委託事業費 6,200 6,200 楠町内南・北排水機場の災害警戒時の対応及び日常の点検業務委託

南・北排水機場維持管理事業費 5,845 5,845 楠町内南・北排水機場の維持管理

農業用河川工作物応急対策事業費 4,375 4,375 羽津井堰補修事業（県営事業）に対する負担金

準用河川改修事業費 237,000 79,000 150,100 7,900 米洗川、朝明新川、萱生川の３河川に事業を集中し、効果的に治水安全度の向上を図る

流域貯留浸透事業費 6,000 2,000 3,800 200
既存溜池に治水容量を確保することで、雨水の急激な流出を抑制し、河川流域全体を効
果的、効率的に治水安全度の向上を図る

治水度ジャンプアップ事業費 44,000 41,800 2,200
河川ネック点、溜池調整機能の調査及びその整備計画を策定し、総合的・計画的に改修
する

普通河川三鈴川河川改良事業費 30,000 28,500 1,500 三鈴川土堤部分の護岸を改修し、堤防高さを確保する

河川等改良事業費 87,800 80,700 7,100 河川改良事業、排水路改良事業

河川費 河川排水課

事　　　業　　　概　　　要

一
般
会
計

総務費 総務管理費

危機管理室

振興課

農林水
産業費

農地費 農水振興課

土木費

平成22年度 防災対策事業（地震以外分）について

会計 款 項 所属 事              業              名 事業費
財源内訳



（単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源
事　　　業　　　概　　　要

平成22年度 防災対策事業（地震以外分）について

会計 款 項 所属 事              業              名 事業費
財源内訳

危機管理室 水防事業費 1,060 1,060 水防倉庫・資機材の整備

消防車両整備事業費 135,514 119,353 16,161 化学消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車、高規格救急車

消防活動用機器整備事業費 11,355 9,900 1,455 消防用ホース、空気呼吸器用ボンベ、水難救助資機材

607,012 210,253 304,900 0 91,859

上下水道局 公共下水道雨水対策事業 1,273,533 511,576 592,037 13,260 156,660 雨水幹線整備、ポンプ場設備更新等

1,273,533 511,576 592,037 13,260 156,660

1,880,545 721,829 896,937 13,260 248,519

1
4
1

小   　　計

企
業
会
計 小   　　計

合　　　　計

一
般
会
計

消防費 消防費

消防本部



（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

総務費 総務管理費 人権・同和政策課人権活動拠点施設整備事業 2,720 2,720 小牧西児童集会所ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等工事

民生費 社会福祉費 障害福祉課 福祉環境整備事業費 4,000 1,000 3,000 点字ブロック工事、駅のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化工事補助

道路新設改良費 道路整備課 塩浜駅東西連絡線昇降機整備事業 200,000 110,000 90,000
塩浜駅東西連絡線の東西階段部へのエレベーターと連絡
通路の整備

交通安全対策費 道路整備課 あんしん歩行空間整備事業 30,000 16,500 12,800 700 金場新正線バリアフリー化等、高松川越海岸線歩道整備

住宅費 市営住宅課
高齢者・障害者向け住宅改良事業
費

18,000 18,000 0
市営住宅のバリアフリー化
（高齢者向け6戸、障害者向け１戸）

市税 固定資産税 資産税課
住宅のバリアフリー改修に対する税
の減額

既存住宅をバリアフリー改修した場合、バリアフリー改修を
行った住宅について固定資産税を減額

教育費 小学校費 教育施設課 バリアフリー化施設整備費 100,700 11,006 74,700 14,994 段差解消スロープ、車イス対応多目的トイレ設置等（2校）

355,420 138,506 177,500 18,000 21,414

1
4
2

平 成 22 年 度 バ リ ア フ リ ー 化 事 業 に つ い て

款 項 所属 事業名 事業費
財源内訳

合　　　　　　　　　　　計

事　　業　　概　　要

土木費



（単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

介護・高齢福祉課 日常生活用具給付等事業 100 100
一人暮らし高齢者等（所得税非課税世帯）に対して住宅用火災警報
器等を給付

日常生活用具等給付事業 47,264 35,448 11,816
聴覚障害者（児）には、FAX・文字放送デコーダー等、重度障害者と
知的障害者Ａには火災報知器等を給付

手話通訳者派遣事業 7,266 4,347 1,420 1,499 聴覚障害者に手話通訳者を派遣し、コミュニケーション支援

福祉電話貸与事業 400 400
難聴者や外出困難な身体障害者に緊急連絡等の手段として福祉
電話を貸与

緊急通報装置貸与事業 40 40 一人暮らしの重度障害者に緊急連絡用の通報装置を貸与

55,070 39,795 0 1,420 13,855

地域支
援事業
費

包括的支援
事業費・任意
事業費

介護・高齢福祉課 緊急通報装置貸与事業 5,646 5,646
一人暮らし高齢者等で、心臓病等で突発的に助けの必要な人に、
緊急通報装置を貸与

5,646 0 0 0 5,646

1
4
3 60,716 39,795 1,420 19,501

※　災害時要援護者対策については、災害が起こった場合に対応可能なものを掲載した。予算額は全体事業費で計上している。（災害時要援護者対策のみの予算計上は無し）

平 成 22 年 度 災 害 時 要 援 護 者 対 策 事 業 に つ い て

会計 款 項 所属 事              業              名 事業費

財源内訳

介護保険
特別会計

小　　　　　計

合　　　　　計

事　　　業　　　概　　　要

一般会計

民生費 社会福祉費

障害福祉課

小　　　　　計



○一般事業 （単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

乳幼児医療費 404,000 202,000 202,000 就学前児童の医療費について、保険診療の自己負担分を補助

一人親家庭等医療費 115,000 57,500 57,500
一人親家庭等の父母及び１８歳以後最初の３月３１日までの児童の保険診療の自己負
担分を補助

不妊治療費 23,200 23,200 不妊治療に係る医療費の一部助成

子ども手当 6,240,000 5,550,930 689,070
中学校修了前の児童を対象に一人当たり　13,000円/月（平成22年度）を支給する
（対象児童数　　約48,000人）

児童手当 413,795 304,742 109,053
平成22年2月～3月分を従前の児童手当として支給。平成22年4月からは子ども手当の
一部として支給

児童扶養手当 1,047,000 349,000 698,000
母子家庭等の18歳以後最初の３月３１日までの児童に支給。平成22年8月から父子家
庭にも適用され、12月に支給される。（手当額は母子家庭支給額と同額）

家庭児童相談経費 245 245 電話や面接で子どもとその家族に関するあらゆる相談に応じる

児童虐待防止対策事業費 1,054 773 281
虐待の早期発見、早期対応、未然防止に向けて、関連機関との連携による定期的な会
議やケース会議を適宜開催して、必要な個別、具体の支援を実施する

次世代育成支援行動計画推進事業 216 216
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、次代を担う子どもを育成する環境を整備する
行動計画の推進

親と子どもの豊かな育ち事業費 243 243
保育園において、食育を通した基本的な生活習慣の改善を図るための事業に取り組
む。　モデル園9園

病児保育事業 16,595 9,433 2,000 5,162
病気療養中または回復期の児童を預かることにより、保護者の子育てと就労の両立を
支援する

ファミリー・サポート・センター事業 9,475 4,445 5,030
子育てを地域で支援するため、育児の援助を受けたい者と提供できる者からなる相互

援助活動

子育て支援ショートステイ事業費 700 423 55 222
保護者が疾病や出産などで養育が困難になった場合に、一時的に児童福祉施設や母
子自立支援施設にて預かる。

子育て支援センター管理運営費 2,254 1,997 257 橋北・塩浜子育て支援センターの管理経費

子育て支援センター事業費 1,316 748 568
橋北・塩浜子育て支援センター事業費、笹川、大矢知、海蔵保育園での子育て相談や
遊ぼう会の実施

父親の子育てマイスター事業費 1,365 1,365
子育てに興味のある父親を対象に講座を開催し、修了者を「父親の子育てマイスター」
に認定することで、父親の子育て機会の提供と知識普及を行う

地域子育て支援拠点事業費補助金 30,380 15,190 15,190
子育て家庭の支援活動のための職員配置等への補助
私立保育園　５、医療機関２

母子福祉センター管理経費 4,300 4,300 母子家庭及び寡婦の生活の安定と自立を促進する

母子生活支援施設事務費事業費 38,500 28,833 56 9,611
母子家庭の施設措置費・保護者の就職活動等の支援のため、菜の花苑の保育室に保
育士を配置し、母子家庭等の児童を預かる

母子家庭自立支援給付金事業 45,834 34,374 11,460
母子家庭の母が適職に就くために必要な技能や資格を取得するための教育訓練講座
を受講した場合費用の一部を支給する

児童館自主事業費 805 805 児童館事業の啓発、移動児童館事業の実施、児童館主催事業及び日常活動費

こんにちは赤ちゃん訪問事業費 8,389 4,194 4,195
生後４ヶ月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養
育環境等の把握を行う。

妊産婦乳幼児健康診査事業費 283,571 61,534 165 221,872
妊婦及び４か月、１０か月、１歳半、３歳児を対象に、疾病等を早期に発見し、適切な支
援を行うために、健康診査を実施し、健康の保持増進、育児不安の解消に努める。

妊産婦乳幼児保健指導事業費 3,310 3,310
育児学級、育児相談、訪問指導等を実施することにより、乳幼児の健全な発育を支援
する。

　　　　　　　平　成　22　年　度　　　子　育　て　関　係　事　業　に　つ　い　て

会計 款 事業名 事業費
財源内訳

事　　　業　　　概　　　要

民生費

衛生費

1
4
4



（単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

私立幼稚園保育料補助金 19,468 19,468 私立幼稚園に園児を通園させている保護者に6,200円（年額）の補助を行う。

私立幼稚園就園奨励費補助金 210,903 47,572 163,331 私立幼稚園に園児を通園させている保護者へ世帯の所得状況に応じて補助を行う。

子育て支援運営費補助金 1,240 1,240 地域住民が実施する未就園児の子育て支援事業への補助。下野、富洲原地区

園づくり支援事業費 4,055 4,055
公立幼稚園の園づくりの推進及び、未就園児対象の園開放や保護者への子育て相談
等を支援する。

特別支援教育・相談事業 5,724 100 5,624
障害のある子どもや発達上の課題のある子ども及び不登校の子どもとその保護者や教師への
教育相談を実施する。また、就学相談を巡回教育相談に位置づけて実施する。

プロジェクトＵ－８事業 2,805 2,805
発達障害等の幼児・小学校低学年児童（４歳～８歳）とその保護者への早期支援体制
を構築し、幼児期からの途切れのない支援を行う。

適応指導教室事業費 5,716 985 4,731
適応指導教室に通う不登校児童・生徒の集団生活への適応等のための支援並びに相
談を行い、児童・生徒の学校復帰や社会的自立を支援する。

不登校児童生徒ボランティア事業費 535 535 大学生のボランティア等による不登校児童生徒の家庭訪問等

子どもの読書活動推進事業費 94 94 子どもにとって本が身近となるための環境整備を進める。

青少年相談員研修費 312 312 青少年相談員の相談活動が充実するための研修会を開催する。

青年リーダー研修費 447 100 347 子ども会活動にかかわる中高生リーダーの養成講習会を開催する。

子どもと若者の居場所づくり事業費 3,522 353 3,169
青少年健全育成と非行防止を更に進めるために、主に中高生を対象とした居場所づく
り事業を推進する。

青少年体験活動促進事業費 325 325
中高生等の青少年ボランティアによる、親子のふれあいを目的とした「体験活動フェスティバル」
を企画・実施し、青少年の自主性・社会性・リーダー性を育てる体験活動の促進を図る。

学童保育事業費補助金 164,631 84,125 80,506 運営委員会が設置・運営する学童保育所の運営等に対して補助を行う。

子ども広場整備費補助金 4,002 4,002 自治会等が設置・管理する子ども広場の整備に対して補助を行う。

放課後子ども教室推進事業 1,900 1,237 663
小学校の余裕教室等を活用して、子どもの安全な遊び場、異年齢や地域住民の交流
の場を提供する。

親と子どもの豊かな育ち事業 4,007 4,007
生活リズムの向上、規範意識の向上、安全安心を3つの柱として、地域や家庭の教育
力を向上させる事業を実施する。

「家庭の日」啓発事業費 384 384
家族相互の絆を深め、健康で明るい家庭を築いていくため、「家庭の日」の定着を図る
啓発活動を行う。

9,121,617 6,759,150 0 3,714 2,358,753

保険給
付
費

出産育児一時金助成金 147,000 7,000 46,667 93,333 出産前後の諸費用と家計負担が軽減されるよう、被保険者が出産した時、補助する

147,000 7,000 0 46,667 93,333

9,268,617 6,766,150 0 50,381 2,452,086

事業名

国民健康
保険特別
会計

小　　　　　　　　　　計

合　　　　　計

会計 款

一般会計
教育費

事　　　業　　　概　　　要事業費
財源内訳

1
4
5

　　　　　　　平　成　22　年　度　　　子　育　て　関　係　事　業　に　つ　い　て

小　　　　　　　　　　計



○保育所関係事業 （単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

保育所事務事業費（児童一般分） 1,940,000 801,128 601,992 536,880 民間保育園の措置費

保育所事務事業費（市単民間施設） 107,994 10,785 97,209 ３歳未満児の保育機能強化のため、児童数に応じて加算

民間保育所運営費補助金 35,000 35,000 正規職員の給与改善及び、研修経費の一部補助

民間保育所園児健康診断補助金 11,000 11,000 園児の健康診断費用に対する補助

民間保育所障害児保育事業費 2,440 2,440 重度・中度障害児数に応じて補助

民間保育所乳児保育等事業費補助金 18,800 18,800 年度内の乳児数の変動に対し、乳児担当保育士の確保のための補助。

民間保育所延長保育事業費補助金 128,835 86,394 42,441 実施園　　公立１園（中央）、私立２１園

民間保育所一時保育事業費補助金 17,317 6,579 10,738 実施園　　公立2園（橋北、くす南）、私立１３園

民間保育所特定保育事業費補助金 32,818 4,500 7,366 20,952
３歳未満児を対象に週に２、３日の保育
実施園　　２ｶ所拡充　公立２園（橋北、くす南）、私立１２園

民間保育所休日保育事業費補助金 12,552 1,889 777 9,886
日曜、祝日に働く保護者のための休日保育を実施
実施園　　１ｶ所拡充　私立２園

民間保育所地域活動事業費 4,200 1,588 2,612 地域の実情に応じた保育事業に対して補助

家庭支援推進保育事業費補助金 2,442 1,138 1,304 人権保育事業の推進のための補助

認可外保育所受入支援事業補助金 7,888 2,227 5,661
保育所での入所を待機する児童や夜間保育を受入れている認可外保育施設及び利用
者に対する補助

認可外保育施設職員健康診断料補助金 520 214 306 職員健康診断費用に対する補助

民間保育所整備事業費 186,000 123,298 62,702 耐震化工事等施設整備に対する補助

2,507,806 1,039,740 0 610,135 857,931

11,776,423 7,805,890 0 660,516 3,310,017

民生費

事業費
財源内訳

事　　　業　　　概　　　要款

小　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　計
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　　　　　　　平　成　22　年　度　　　子　育　て　関　係　事　業　に　つ　い　て

事業名


